
地域包括支援センターの運営にみる困難事例への対応

― 地域包括ケアの実践と困難事例の解決のために―

井 上 信 宏

１．はじめに

困難ケースの発生は，波があるんですね。でも，月にならすと新規でだいたい４～５件

くらいでしょうか。いや，もう少しあるくらいかな… 困難と思われるケースについての連

絡があったら，包括（地域包括支援センター）はその日か遅くても翌日までに，３人（三

職種）のうちのだれか２人が必ず現場に出向いて行
ゆ
きます。

介護度がつく場合（介護保険対象となる場合）は，わたしたち（包括）が直接担当する

ことができませんから，ある程度まで状況を（包括が）整理した上で，地域のケアマネさ

んと連動して対応しますが，介護度がつかない人や介護（保険）を使わないという人につ

いては，当面は見まもりの対象となります。

セルフネグレクトのゴミ屋敷なんてのが，最近は多いです。介護（保険）がつかない場

合は，ずっと包括が関わり続けます。それでも，近所の人から「どうにかできんか」とい

う連絡があるような場合は，支援か介護がつくものです，認定を受ければ。だから，それ

（介護認定調査）にどう繫げるかですね。

去年の６月頃に問題になったセルフネグレクトの人の場合は，認定の申請をするまでに

３ヶ月くらい。その間，（包括の職員が）２人で，３日にいっぺんは通いました。本人が

「うん」と言うまでに３ヶ月です。

申請についても，毎回その話を言うわけにはいかないので，たわいもない話をしながら

家
うち
に上げてもらうようにして，とりあえず目先の課題を少しずつ解決していくなかで，関

係を作っていくわけです。

ようやく家
うち
に上げてくれるようになって，「おじいちゃん，なんか困ったことはない

か 」って訊ねても，「うんや，何
な
んも」って返ってくるんですね。この人の場合，家

うち
じゅ

うが蛆虫だらけでご近所から連絡が入ってきたんです。手に持つ酒の入った茶碗の縁を蛆
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虫が這っているような状態でも，「足らんもんは，女や」って言うんです。

それでも通い詰めて，布団を畳んでみようかとか，ここのゴミを袋に入れようかとか，

窓をどうするとか… そんな小
こ
んまい課題を解決していきながら，「それでも，私たちも，

こんなふうにいつまでも来
こ
れんから…」っていう形で，なんとか（介護保険の申請にも）

「うん」と言ってもらったんです。

手に持ったお酒にも蛆虫が入っちゃうような独居のお宅に，３ヶ月。でも，そうやって

時間をかけていくと，少しずついろいろと話をしてくれるようにはなるんです 。

（1.1） 介護保険法の改正と地域包括支援センター

2000年４月にスタートした介護保険制度も，

介護サービスの供給基盤が次第に整備され，サ

ービス利用者も当初の約150万人から2006年11

月には約350万人と２倍を超える伸びとなって

きた。この間，介護保険法施行後，５年を目途

とする見直し規定を受けて実施された介護保険

制度の見直し作業 が，高齢化がピークを迎え

る2025年に向けて，「制度の維持可能性」を確

保することを課題に実施された。

2005年６月に成立した「介護保険法等の一部

を改正する法律（改正介護保険法）」は，「１．

予防重視型システムへの転換」，「２．施設給付

の見直し」，「３．新たなサービス体制の確立」，

「４．サービスの質の確保・向上」を実行するも

のである 。

改正介護保険法の検討においては，早くから，

今後の高齢化の進展のなかで社会適応が難しい

認知症や高齢者世帯の急増が指摘されていた。

こうした状況をふまえて，「介護モデル」から

「予防＋介護モデル」へ，「身体ケアモデル」

から「身体ケア＋認知症ケアモデル」へ，「家

族同居モデル」から「家族同居＋独居モデル」

への新しいサービスモデルへの転換の必要性が

強調されるようになっていた。

このような新しいサービスモデルを前提に，

利用者の「尊厳の保持」と地域包括ケアを実現

するために新たに設置されたのが「地域包括支

援センター」である。同センターは，高齢者が

長年暮らし続けた地域での生活が継続できるよ

うに，生活圏域を中心とする地域において，公

正・中立的な立場から，「①総合相談支援」，

「②虐待の早期発見・防止などの権利擁護」，

「③包括的・継続的ケアマネジメント支援」，

「④介護予防ケアマネジメント」の４つの機能

を担うことが期待されている。

より具体的には，介護予防事業と包括的支援

事業を地域支援事業の必須事業とし，そのほか

にいくつかの任意事業を実施することが定めら

れている。このような事業展開において，高齢

者や家族への総合的な相談・支援を引き受け，

地域のケアマネジャーを対象に包括的・継続的

ケアマネジメント支援を実施し，高齢者への虐

待防止や権利擁護事業を展開することから，地

域包括支援センターは，元気高齢者から要支

援・要介護，要援護度の高い住民まで対象とす

る地域包括ケアの地域拠点と位置づけられてい

るといってよい。

地域包括支援センターの設立当初は「介護予

防ケアプランの作成が多く，本来の業務ができ

ない」という現場からの声が多かった。同セン

ターの設置が決まり，その業務内容が見えてき

たのが2005年12月頃であり，設立間もない専門

機関ということもあって，その活動については

“動きながら整備する”というのが政策運用の

実情であったと思われる。もちろんこうした実

情は，同センターが地域包括ケアの地域拠点で

あり，地域特性に合わせた，ある意味“オーダ

ーメイド”の専門機関としてデザインされなけ

ればならないという事実とも関係している。

地域包括支援センターの運営にみる困難事例への対応

3) 本調査研究でヒヤリングを実施したベテランの社

会福祉士の発言より。

4) 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見

直しに関する意見」（平成16年７月30日）

5) 法改正の問題点については，本稿は取り扱わな

い。
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こうした状況のなかで，本稿のもとになった

調査研究は，地域包括支援センターの職員の多

くが“本来の業務”と位置づけている事業のな

かでも，ケアマネジャー単独では対応しきれな

かったり，地域社会のなかで不可視化されがち

なセルフネグレクトや虐待に代表される要援護

度の高い利用者，家族への支援を「困難事例へ

の対応」と位置づけ，同センターに期待されて

いる「困難事例への対応」に注目し，アンケー

ト調査とヒヤリング調査を通じて，すでに実践

されている「困難事例への対応」の実例を収

集・分析し，そこから課題を明らかにし，ささ

やかながら課題解決の方策を考えることを目的

として実施されたものである。

（1.2） 困難事例をめぐるブレインストーミン

グからみえてきた仮説

「困難事例」という表現は，極めて“現場”

の言葉である。

高齢者本人や家族などの関係者，あるいは当

事者を取り巻く地域社会などで，さまざまな要

因から生活課題が重層化してしまい，既存のマ

ニュアルに沿った対応が拒絶されてしまう「困

難事例」は，これまでも数多くあった。こうし

たケースに対して，実態把握からニーズの発見，

問題解決に至るサポートを行っていたのは「ケ

ースワーカー」と称される福祉事務所等の職員

であり，「ケースワーク対応」は福祉の現場で

は日常的な支援のひとつであった。

冒頭のヒヤリングのように，ケースワーカー

らは，接近困難な状況にあるケースに出会うと，

時間をかけて根気よく信頼関係を築き上げ，生

活課題を明らかにし，しかるのちに当事者と共

に具体的な支援のあり方を考えるという，極め

て手間のかかる仕事を担っていたのである。

ケースワークの現場では，生活課題が複合的

に存在していたり，法律で定められた対応では

対処しきれないために，現場の職員の“機転”

によって解決に近づける道が開かれる場面も少

なくない。そのため，「困難事例の対応」は，

簡単にマニュアル化できない，常に“例外対

応”とならざるを得ないのである。

本調査研究の初期の段階で，このようなケー

スワーク業務を長く担当してきた複数の専門家

とのブレインストーミングを通じて，次のよう

な仮説が見えてきた。

１．介護保険制度の導入以降ケースワーク業

務が軽んじられる傾向があり，困難事例へ

の対応のノウハウが継承されていないので

はないか。

２．行政とは独立した専門機関である地域包

括支援センターにおいて，困難事例への対

応に係る経験や知識が不足しているのでは

ないか。

３．行政と地域包括支援センターのあいだで，

困難事例への対応の役割分担が不明瞭な状

態に陥っていないか。

４．さらに，介護保険制度等，サービス供給

が多様化するなかで，困難事例への対応が

統一的に実施できなくなっていないか。

５．その結果，困難事例は，地域や支援者の

力量によって可変的なものとなり，現場の

解決方法にも格差が生じているのではない

か。

（1.3） 本調査研究の対象と限定

本調査研究は，地域包括支援センターの活動

と困難事例への対応をめぐる全ての課題を検討

対象とするものではない。ブレインストーミン

グを通じて用意された仮説のもとで，地域包括

支援センターの三職種と当該地域のケアマネジ

ャー，及び，自治体の高齢者福祉・介護保険担

当の窓口に限定して調査を行なったものである。

本調査研究は，こうした限定のもとで調査デ

ータを収集・分析することによって，改正介護

保険法によって具現化を図る地域包括ケアのあ

り方に併せて，困難事例への対応主体の変化と，

それに伴って生じる責任主体の変化の持つ意味

を明らかにすることができた。

困難事例への対応は，改正介護保険法以降，

新たに見つかった福祉課題ではない。ケースワ

信州大学経済学論集 第57号（2007）井 上 信 宏 ― ―17



ーク業務として連綿と引き継がれてきた地域の

ノウハウや社会資源がそこにある。そうした社

会資源をいかに新しいしくみに移設できるか，

あるいは，新しいしくみが，各地で積み上がっ

てきた社会資源をどのように取り入れているか，

その実例を収集・分析し，そうした取り組みを

阻害する要因を明らかにして，それらを可能な

限り調整するための環境整備を行う必要を提言

することに調査研究の主眼をおいた。

困難事例への対応をめぐる環境整備として本

稿が最終章に述べる提言を整えたとしても，困

難事例への対応が格段に“楽な業務”になると

は到底思えない。「困難事例」と言われる要援

護者への生活支援の実際は，冒頭の事例にある

ように，手間のかかるケースワークがこれから

も続けられるに違いない。そうであるがゆえに，

困難事例への対応に携わる地域包括支援センタ

ーの職員，自治体職員，地域のケアマネジャー

らをはじめとする現場の人々が働きやすい地域

の福祉環境を整備する必要が急務なのである。

本稿は，そのための理論的整理と政策提言を明

らかにするものである。

２．地域包括支援センター以前は，誰が困難事例に対応してきたのか

（2.1） 自治体のケースワーカーによる困難事

例の対応の変化

2006年４月に地域包括支援センターが設置さ

れるまでは，高齢者の介護・福祉に関わる「困

難事例」の対応は，主に自治体のケースワーカ

ーや在宅介護支援センターの職員が担ってきた。

自治体のケースワーカーが高齢者に関わる困

難事例に対応してきた歴史は古い。自治体は，

日本国憲法25条に規定された生存権に基づき，

個別法で定められた福祉ニーズに対応するため

のケースワーク業務を中心に，措置権に基づく

行政命令を最終手段とする社会福祉事業全般の

業務を遂行する機関として福祉事務所を設置し

ている 。自治体のケースワーカーの多くは，

福祉事務所に所属している自治体職員である。

これまでケースワーカーには，措置の適用判

断を行うために，フォーマル，インフォーマル

にかかわらず，自治体内の社会福祉事業全般に

係る社会資源の知識を総動員したケースワーク

業務が求められてきた。高齢者介護もまた，そ

うしたケースワーク業務の一つとして実施され

てきた長い歴史がある。

1980年代後半以降の急速な高齢化とそれに伴

う要介護高齢者の急増＝一般化によって，従来

の高齢者介護のあり方は根本から見直しが求め

られることになった。その過程で，地域福祉の

推進と在宅介護のメインストリーム化，措置の

見直しが進められ，社会福祉基礎構造改革と並

行して進められた介護保険法（2000年）では，

要介護高齢者の在宅介護に必要なサービスをす

べての人が利用できるように，新しい在宅介護

サービスと社会福祉事業の一部サービスを社会

保険制度の下で提供することになったのである。

介護支援専門員（ケアマネジャー）の「居宅サ

ービス計画」に基づく介護保険サービスの利用

は，介護保険法が「措置から契約へ」というス

ローガンと共に語られるように，高齢者介護の

一般化（普遍化）とサービス利用者の選択の自

由をもたらしたと言われている。

こうしたパラダイムの転換の中で，自治体の

福祉事務所が担ってきた高齢者のケースワーク

業務は，その多くが「介護保険サービスに係る

問題」と認識されるようになり，その問題解決

を図る専担者としてケアマネジャーが位置づけ

られたのである。それに伴って，それぞれの自

治体で高齢者担当のケースワーカーが削減され

てきた事実は，これまでの調査でも明らかとな

っていた 。

（2.2） 困難事例の対応における在宅介護支援

6) 福祉事務所の設置は，社会福祉事業法の第13条

（1951年制定，現在の社会福祉法 第14条）に謳わ

れたものである。
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センターの位置づけ

高齢者に関わる困難事例に対応してきたもう

ひとつの在宅介護支援センターは，1989年のい

わゆる「ゴールドプラン」を受けて在宅介護の

サービスメニューが多様化・一般化するなかで，

要介護高齢者のニーズに合わせて必要な福祉サ

ービスを調整し，介護の相談や指導を行うケア

マネジメント実施機関として1990年に設置され

たものである。

1990年代半ばに老人福祉法を根拠法とする組

織に位置づけられた在宅介護支援センターは，

2000年度から始まった介護保険制度のもとで

「基幹型」と「地域型」に機能が二分化され，

「基幹型」はケアマネジメントリーダーによる

地域のケアマネジャー支援を行なうなど「地域

型」を統括する役割を担い，「地域型」は担当

地域の高齢者の実態把握調査を行い，サービス

基本台帳などを用いて日頃から地域の高齢者を

見まもり，よりケースに近いところで高齢者と

その家族の福祉ニーズの発見に務めることが期

待されるようになった。

在宅介護支援センターが設置された当初は，

必ずしも困難事例に対応する機能が業務の中に

明示化されていたわけではない。しかし，総合

相談やサービス調整などの実質的な活動を通じ

て，地域の高齢者に関わる困難事例に対応する

機会が増え，2000年以降は，現在の地域包括支

援センターの業務に継続されるいくつかの事業

が展開され，現場のケアマネジャーと共に，地

域社会の中で困難事例の発見と対応を担う社会

的な位置を獲得するにいたった。

しかしよく知られているように，在宅介護支

援センターは介護保険法のもとで居宅介護支援

事業所との“二枚看板”が認められたため，サ

ービスの中立・公正の観点から，いくつかの問

題が早くから指摘されていたのも事実である 。

特に困難事例については，利用者情報に関わる

守秘義務など高齢者の尊厳に基づく権利擁護の

観点から，中立・公正な機関による対応が求め

られていたといってよい。それでも今まで在宅

介護支援センターが困難事例の対応に関わって

きた背景には，介護保険導入以前から，在宅介

護支援センターが唯一の地域のケアマネジメン

ト機関として活動を続けてきたという継続性と，

地域型は委託であっても，基幹型の多くが自治

体直営として設置されるか公共性の高い機関に

委託されており，その限りにおいて中立・公正

が担保されていたことがある。こうしたなかで，

在宅介護支援センターは，制度上不可避的なね

じれを抱えたまま困難事例に対応する業務を続

けてきたのである。但しそれは，在宅介護支援

センターという制度が抱えこんだねじれであっ

て，地域ケアマネジメントを実践してきた在宅

介護支援センターが積み上げてきた経験値を低

めるものではない。

３．地域包括支援センターには，どのような困難事例の対応が期待されているのか

（3.1） 「地域包括ケア」の中核機関としての

地域包括支援センター

2006年４月に設置された「地域包括支援セン

ター」は，それまでの在宅介護支援センターの

活動を見直し，在宅介護支援センターが制度的

に抱えていたねじれを整理・解消するために設

置されたケアマネジメント機関である。

いわゆる「団塊の世代」が65歳以上の高齢者

7) 井上信宏［2006］「介護保険のサービス運営にお

ける組織と人のネットワーキング：長野県松本市に

おけるコミュニティ・ケアワークの実践と課題：

Welfare Designing⑵」，『信州大学経済学論集』第

54号，pp.93-142。

8) 井上信宏［2004］「地域ケアマネジメントにおけ

るケアマネジャーの位置づけと今後の方向」，地域

ケアマネジメント推進のための調査研究委員会

（編）『地域ケアマネジメント推進・定着のための

調査研究報告書（平成16年３月）』社団法人生活福

祉研究機構，pp.180-190。

― ―19信州大学経済学論集 第57号（2007）井 上 信 宏



となる2015年以降の高齢者介護のあり方を提言

した「2015年の高齢者介護：高齢者の尊厳を支

えるケアの確立に向けて 」は，高齢者が住み

慣れた地域で尊厳のある生活を継続することが

できるように，要介護状態になっても，高齢者

のニーズや状態の変化に応じて必要なサービス

が切れ目なく提供される「包括的かつ継続的な

サービス体制」を目指す介護のあり方として，

「地域包括ケア」の理念を提示した 。2000年

の社会福祉基礎構造改革にも系譜が求められる

「地域包括ケア」の理念は，介護保険法の第１

条に加筆された「尊厳の保持」と共に，

2005～06年の介護保険法見直しの基本コンセプ

トに据えられ，地域包括支援センターはその理

念を支える中核機関として位置づけられたので

ある。

（3.2） 地域包括支援センターに期待される困

難事例の対応

「地域包括支援センターの４つの基本機能」

〔→表２〕にまとめた基本機能を担うことで，

生活圏域で地域包括ケアを有効に機能させる役

表１ 在宅介護支援センターと地域包括支援センターの比

在宅介護支援センター 地域包括支援センター

・根拠法：老人福祉法

・老人福祉一般の施策として実施 位置づけ

・根拠法：介護保険法

・介護保険法に基づく「地域支援事業」として実

施

・予算補助

・2006年度以降，過渡的補助を除く予算補

助を廃止

財源

・介護保険法に基づく財源措置

・包括的支援事業＝１号保険料＋公費

・介護予防事業＝１号・２号保険料＋公費

・老人福祉を中心とする相談，連絡調整を

実施

業務内容

・地域包括ケアの中核機関として，高齢者の多様

なニーズや課題に対して，地域の社会資源のネ

ットワークを構築し，ワンストップで対応する。

・権利擁護，介護支援専門員に対する助言・指導，

介護予防ケアマネジメント等を必須事業とする。

・地域型は１名でもよい（社会福祉士等の

ソーシャルワーカー，保健師，看護師，

介護福祉士，介護支援専門員のいずれか

１名）

・居宅介護支援事業所との兼務可能

職員配置

・３名体制が原則（社会福祉士，保健師，主任介

護支援専門員）

・居宅介護支援事業所との兼務は原則として不可

能（指定介護予防支援事業としての兼務は可

能）

・市町村の直営，または，市町村からの委

託による 設置主体

・市町村の直営，または，在宅介護支援センター

設置法人等の中から適切に事業実施できるもの

を選択して委託による設置

・在宅介護支援センター運営協議会を設置

する 運営方法

・公正・中立な運営を確保する観点から，「地域

包括支援センター運営協議会」を設置し，運営

への関与を明確化する。

9) 高齢者介護研究会，2003年６月。同報告書は，厚

生労働省のホームページに掲載されている。

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/

15kourei/index.html（2007年６月現在）

10)井上信宏［2005］「地域包括ケアシステムの担い

手とケアマネジメント・ネットワークの構築：ケア

マネジメントの系譜と ケアの包括性>のゆらぎ」，

『信州大学経済学論集』第53号，2005年８月，

pp.75-97。

― ―20 地域包括支援センターの運営にみる困難事例への対応



割が期待される地域包括支援センターは，高齢

者に関わる困難事例の解決に向けて，在宅介護

支援センター以上に積極的な役割を果たすこと

が強く求められている。

たとえば，「総合相談支援業務」では，「地域

包括支援ネットワーク」や「高齢者虐待防止ネ

ットワーク」を構築し，地域住民の実態把握を

行いながら，初期段階での相談において，緊急

性が高く専門的対応が必要とされるケースを早

期に発見し，必要なサービスに結びつけること

が求められている。

また，「包括的・継続的ケアマネジメント支

援」では，地域包括支援ネットワークを基盤に，

サービス担当者会議の開催や情報交換，ケアプ

ラン作成の個別指導や相談への対応を積極的に

行うなど地域のケアマネジャーの活動支援や，

ケアマネジャーが担当する困難事例の指導や助

言を行うことが期待されている。

こうした活動は，かつて在宅介護支援センタ

ーがその一部を担ってきた業務であり，地域の

困難事例への対応に直接／間接的に繫がるケア

マネジメント支援である。介護保険法の改正で

設置されることになった地域包括支援センター

では，このような一連のケアマネジメント支援

に加えて，さらに踏み込んだ「権利援護業務」

が主要業務に課されることになり，権利擁護を

目的とするサービスや成年後見制度の活用，老

人福祉施設等への措置に繫げること，虐待や困

難事例への対応，消費者被害の防止などが，あ

らたな業務として明記されることになった。

もちろん，こうした権利擁護業務に記された

困難事例への対応は，基本的には市町村の責任

によって行われるべきものである 。そして，

地域包括支援センターが，その責任の一端を担

11)この表は井上の整理による。

厚生労働省老健局が2005年12月に作成した「地域

包括支援センター業務マニュアル」（2006年１月），

2007年１月までの地域包括支援センターに関する法

令，通知，Q&A等をとりまとめた「地域包括支援

センターの手引き」（厚生労働省老健局，2007年）

等において，「総合相談支援事業」，「権利擁護事業」，

「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」，「介

護予防ケアマネジメント事業」の４事業を「基本機

能」と整理している。

また，介護保険に係る地域支援事業のひとつであ

る「包括的支援事業」でも，「介護予防ケアマネジ

メント事業」，「総合相談・支援事業」，「権利擁護事

業」，「包括的・継続的マネジメント支援事業」の４

つが必須事業としてあげられている。

こうした厚生労働省の施策とは別に，井上は，本

調査研究において明らかになった「地域づくり」の

重要性を鑑みて，本表のように地域包括支援ネット

ワークの構築に係る「共通的支援基盤構築」を地域

包括支援センターの基本機能に明示的に組み込み，

総合相談と権利擁護を併せて取り扱うことにした。

12)老人福祉法では，第５条の４（福祉の措置の実施

者）で市町村責任が明記されている。

表２ 地域包括支援センターの４つの基本機能

① 共通的支援基盤構築

・地域に，総合的，重層的なサービスネットワークを構築すること

② 総合相談支援・権利擁護

・高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに，訪問して実態を把握し，必要なサービスに繫ぐこと

・虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援

・高齢者に対し，包括的かつ継続的なサービスが供給されるよう，地域の多様な社会資源を活用したケ

アマネジメント体制の構築を支援すること

④ 介護予防ケアマネジメント

・介護予防事業，新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう，適切なケアマネジメントを行

うこと
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う公共性の高い機関であることは言うまでもな

い。しかし同時に，地域包括支援センターだけ

では困難事例への対応が完結しないことも明ら

かである。地域包括ケアを具現化する，表２の

「①共通的支援基盤構築」に係る「地域包括支

援ネットワーク 」は，困難事例に対して，ネ

ットワーク型の対応を行うために用意されるし

くみである。

加えて，地域包括支援センター設置直前に作

成された「地域包括支援センター業務マニュア

ル」では，困難事例の状態によっては，地域包

括支援センターが直接支援を行う場合もあれば，

自治体や法務局，あるいは弁護士や司法書士，

警察などと連携をとりながら対応する場合が当

初から想定されていた。なかでも，虐待に係る

問題，やむを得ない事由による措置の対応など

は，地域包括支援センターが中心となりながら

も，自治体や警察などの関係機関との「連携」

の下でネットワーク型の対応を実現することが

求められているのである。

地域包括支援センターは，こうしたネットワ

ーク型の対応を通じて困難事例への援助を実施

する際に，連絡調整を行い，困難事例の対応の

イニシアティブをとることが期待されているの

である。

４．地域包括支援センターは，実際にどのようにして困難事例に向き合っているのか

Ａ．困難事例対応のプロセス分析

（4.1） 困難事例の対応を 発見 と 援助

から整理する

「困難事例とは何か」という問いに答えるこ

とは極めて難しい。それは困難事例が，当事者

と近親者および援助者と，それらを取り巻く社

会環境のありかたによって可変的に顕在化する

関係概念に他ならないためである 。

そこで本調査研究では，困難事例を13の原因

因子に分解してアンケート調査を行いながら

も ，「困難事例」自体を一義的に定義するこ

とをとりあえず禁欲している。その上で本稿で

は，アンケート調査とヒヤリング調査の分析結

果をもとに，関係者間で“困難事例”と認知さ

れる個別ケースを「困難事例」と見なし，それ

に対する援助者と地域社会の，かかわりとまな

ざしに注目することで，援助者の一連の行為を

「困難事例の対応を考えるための２つのディメ

ンジョン」〔→図１〕のように 発見 と 援

助 という２つのディメンジョンに分節化して，

地域包括支援センターの困難事例の対応の整理

13)厚生労働省老健局［2006］「地域包括支援センタ

ー業務マニュアル」（2006年１月）。

14) Blumer  H.G.,［1969］ Symbolic  Inter-

actionism : Perspective and Method, Prentice-

Hall. ＝ 後藤将之（訳）［1991］『シンボリック相

互作用論：パースペクティヴと方法』勁草書房。

15)本調査研究で実施したアンケート調査（地域包括

支援センター対象アンケート：回収460ケース：問

11）では，困難事例を「①援助者への依存と非難を

繰り返すなど，対人関係に偏りがある；②本人や家

族に精神障害や知的障害がある；③必要なサービス

を拒否する；④自己放任（セルフネグレクト）；⑤

在宅の意志が強いが，独居等で在宅に限界がある；

⑥病傷害による生活環境の変化や不治の病を受容で

きない；⑦不適切な介護法に固執する家族（家族に

悪意がない場合）；⑧高度な医療ケアが必要だが，

そのニーズに応えられない；⑨虐待；⑩不当な多重

債務や年金搾取等の権利擁護を必要とする； 収入

が少なく生活に支障があるなどの経済的困難； 問

題行動が伴う認知症； 本人の意志決定が困難で，

代わって決定する人がいない； その他」の因子に

分解した。実際の困難事例は，上記の因子を複数抱

える「複合的困難」として現象することが一般的で

ある。

なお，上記の因子分解をもとに，地域包括支援セ

ンターの担当地区で特に多いと思われる困難事例を

訊ねると，「②本人や家族に精神障害や知的障害が

ある」62.8％，「 収入が少なく生活に支障がある

などの経済的困難」46.5％，「⑨虐待」42.4％とな

った。アンケート調査の方法ならびにその分析につ

いては，本稿のもとになった『地域包括支援センタ

ーにおける困難事例への対応に関する調査研究報告

書』の第Ⅲ部（井上信宏執筆）を参照。
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を試みた。

（4.2） 発見 のディメンジョン

多くの場合，困難事例は，当事者自らが相談

窓口に来ることの少ないケースであり，相談窓

口に来たとしても，自らの状況と問題を的確に

訴えることが難しく，制度や社会資源の状況と

当事者のニーズが合致しない場合が多い。また，

虐待や介護放棄などのように，発見後に緊急対

応の必要性が高いと思われる困難事例は，多重

困難化し接近困難に陥っているケースが多く，

個別家族の内部に隠れ込んで／隠されてしまい，

地域社会の中で不可視化することも少なくない。

こうした困難事例の傾向的特徴ゆえに，困難

事例の気づき／発見からインテークといった

発見 のディメンジョンは，困難事例の解決

にとって重要な意味を持つことになる。地域包

括支援センターは， 発見 において，「高齢

者やその家族に解決困難な課題が重層的に存在

している」，「高齢者自身やその家族が支援を拒

否している」，「既存のサービス等では適当な支

援が行い得ない」といった主訴の困難事例に対

して，その実態把握を行い，緊急対応の必要性

を考慮しながら，地域包括支援センターの他の

専門職員ならびに関係機関と連絡を取り合って，

援助 に繫げる対応策の検討を進めることに

なる。

しかし， 発見 のディメンジョンは，地域

包括支援センターの総合相談業務だけで十分に

その機能が果たされるわけではない。本研究の

アンケート調査からも明らかになったように，

困難事例の発見は，ケアマネジャーや民生委

員・児童委員からの通報が突破口となる割合が

極めて高かった 。地域社会の中で不可視化し

ている困難事例を発見するには，担当地域をも

った介護・福祉の専門職が，社会福祉の視角を

もって地域を見まもるまなざしが欠かせないの

である。

ところが，元気高齢者から要援護度の高い不

可視の困難事例が点在する地域社会の中で，専

門職が継続して見まもりを実行できる対象と領

域は極めて限られている。特に，グレイゾーン

16)本調査研究で実施したアンケート調査（地域包括

支援センター対象アンケート：問13）によると，

「困難事例の相談・発見経路」は，「居宅介護支援事

業所，ケアマネジャーから」84.1％，「民生委員・

児童委員から」69.6％，「家族から」42.8％となっ

ている（複数回答）。

図１ 困難事例の対応を考えるための２つのディメンジョン

発見 と 援助
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に位置する個別ケースについては，近隣のイン

フォーマルな援助を組み込みながら，地域連携

を通じて困難事例化することを回避したり，問

題が発生したときにはすぐにサポートできるよ

うな地域社会の広く緩やかな見まもりが必要で

ある。

このように整理すると，地域包括支援センタ

ーの総合相談業務だけで 発見 を実行するの

が極めて不十分であることが見えてくる。 発

見 のディメンジョンは，福祉を地域課題とす

るような「地域づくり」と，それに基づく地域

社会による緩やかな見まもり，地域の福祉専門

職による専門的な見まもりなどからなる，広く

地域ぐるみの対応が前提なる重層的な地域連携

システムでなければならないのである。

（4.3） 援助 のディメンジョン

こうして 発見 された困難事例には，次に，

ケースに応じて専門的・権限的対応 に基づく

援助 が行われることになる。 援助 のデ

ィメンジョンでは，専門的視点による生活課題

の分節化と整理が行われ，それぞれの課題に対

する専門的な援助が検討・提供されることにな

る。地域包括支援センターには，権利擁護業務

において，困難事例の当事者が自らの権利を理

解し，その権利を行使できるように，個人の権

利や尊厳を念頭に置いた 援助 を実践するこ

とが望まれている。

併せて 援助 のディメンジョンでは，ケー

スの生活全体を視野に入れた総合的な対応が必

要とされており，一つのサービスや制度の適用

のみではなく，複数のサービスや制度を往還す

る対応を考えてそれらを繫ぐなど，地域の実情

に合わせた連携とフォーマル-インフォーマ

ル／多職種協働を基本とする専門職連携に基づ

く対応をとることが必要となる。困難事例が抱

えた生活課題に対する専門的対応が，かならず

“幅”を持った，多職種協働によるネットワー

ク型の対応とならざるを得ないゆえんである。

また，困難事例に対する 援助 を考える場

合，援助者は，それが市町村の責任によって行

われるものであり，インフォーマルな地域の社

会資源を活用した対応から権限的対応まで，幅

広い対応が含まれていることを常に意識してい

なくてはならない。特に，事件性の高い虐待対

応や老人福祉法に基づく「やむを得ない事由に

よる措置 」，成年後見制度の市町村長申し立

てといった権限的対応は，地域包括支援センタ

ーだけで対応することはできず，警察や裁判所，

自治体の関係部署との連携が欠かせない。その

意味で 援助 のディメンジョンは，公権力の

行使を手段の一方に置く，“奥行き”のある対

応でもある。

（4.4） 困難事例の対応における 調整＝コー

ディネート という新しい役割

しかし，こうした幅（専門的）と奥行き（権

限的）のある 援助 のディメンジョンで，地

域包括支援センターがリーダーシップを発揮し

て困難事例に対応するのはなかなか難しいのが

実情である。

例えば本研究の一連の調査によると，一部の

地域包括支援センターでは，虐待などの困難事

例の対応において，十分な権限が与えられてい

ないままにアウトリーチに及ばざるを得ず，当

事者との信頼関係が十分に構築できなかったケ

17)本稿では， 援助 のディメンジョンを，①ケア

マネジメントの専門的視点による生活課題の分節化

を経て，それぞれの課題に対して専門的対応（サー

ビス提供）が行われる部分と，②被援助者の権利擁

護の視点から，法的根拠に基づく措置や命令などの

権限的対応に分けて考察している。しかしこの区分

は，ケアの質的差異に注目したサービス供給側の区

分に他ならず，利用者側から見れば，①と②は連続

的なケアとして認知されることになる。 援助 の

ディメンジョンは，グラデーションのあるケアの総

体でもある。

18)老人福祉法，第10条の４ 第１項，第11条 第１項

第２号に規定。やむを得ない事由による措置の法的

位置づけと実施状況については，堂田俊樹［2006］

「高齢者虐待防止における措置入所の役割」，『社会

環境研究』（金沢大学大学院社会環境科学研究科）

第11号，pp.191-201を参考にした。
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ースや，虐待の現場で「（自治体ではないと）

丸腰であるため，恐怖を感じることがある」と

いう地域包括支援センター職員からの切実な訴

えがいくつかあった 。

こうした事例は，困難事例の対応に関するマ

ニュアルや対応のフローチャートが用意されて

いれば解決できる場合も少なくない。しかし実

際には，虐待防止ネットワークなどの困難事例

の対応に関するマニュアルは，まだ地域包括支

援センターの４分の１しか整備されていない 。

もちろんマニュアルがあれば困難事例がすぐ

に解決できるわけではない。それは，困難事例

への対応が常に例外的な対応とならざるを得な

いためであり，実際の困難事例はマニュアルに

沿った対応を拒絶する。しかしそれでもマニュ

アルが必要なのは，虐待などの困難事例におい

て，誰がどのような権限でケースに対応するの

か，その判断を誰が行うのか，提供すべきサー

ビスの調整を誰が行うのかといった，困難事例

の対応における責任の所在（場合によればその

限定）を，ケースに関わる全ての援助者に対し

て 見える状態 にするからである。どのよう

な生活課題に対して，いずれの機関がリーダー

シップを発揮し，どの機関と連携をとって対応

するべきかが 見える状態 になることは，困

難事例の対応の総体のなかで，支援者や支援機

関がどのような位置にいて，どのような役割が

期待されているか， 援助 の全体像を援助者

が共有することを意味する。

困難事例に対する多職種協働によるネットワ

ーク型の対応は，従来のような一元化された権

限によるサービス調整とは異なり，責任と権限

がどこかに集中するスタイルにはならない。そ

れは，利用者の「尊厳の保持」を実践するため

には，これまで以上に多数の社会資源を結合し

て対応しなければならないことから不可避的に

生じることである。それゆえに多職種協働によ

るネットワーク型の困難事例への対応では，責

任と権限は，それに対応するネットワークのな

かに埋め込まれてしまうのである。そこでは，

責任と権限が提供されるサービスの供給主体に

合わせて小さく分割されてしまうか，解決すべ

き課題に応じて，責任と権限が複数の援助者間

で委譲され廻ることが常態になる。

多職種協働によるネットワーク型の対応は，

サービス調整に併せて，責任と権限に係る調整

を含む複雑な 調整＝コーディネート を実践

しなければならない。それを可能とするしくみ

の一つは，サービス調整やそれに伴う責任と権

限を関係者間ですぐ確認することができるよう

に 見える状態 を作り上げることである。虐

待防止マニュアルに代表される権限と責任の明

示化，困難事例対応に基づく仕事のフローチャ

ートによる責任主体の明確化は，調整過程をス

ムーズにすすめるために， 援助 過程を 見

える状態 におくための仕掛けなのである。

地域包括支援センターの活動パフォーマンス

が良好にみえる自治体や地域では，こうした独

自のしくみが意識的にシステム内に組み込まれ

ているのである。

Ｂ．ネットワークに埋め込まれた責任と権限：自

治体と地域包括支援センターの関係

（4.5） 「一元化された権限」から「ネットワ

ークに埋め込まれた責任と権限」へ

19)本調査研究で実施したアンケート調査（地域包括

支援センター対象アンケート：問20）の「地域包括

支援センターの抱える問題」を訊ねる自由記述の質

問に対して，「行政からの業務の丸投げ（行政の包

括に対しての理解が少ない）。虐待や成年後見利用

支援事業など措置に対して予算のことを中心に躊躇

する場面が多く，対応が進まないことが多い。国か

らの指導の必要性を感じる。虐待での訪問で，何の

権限もなく，丸腰であるため，恐怖を感じることが

ある」という回答が寄せられている。同種の内容の

回答は他にも散見されており，後述のヒヤリング調

査においても確認されている。

20)本調査研究で実施したアンケート調査（地域包括

支援センター対象アンケート：問15）で「困難事例

をめぐるマニュアルの整備状況」を訊ねると，「整

備されている」３％，「一部整備されている」21％，

「整備されていない」75％という結果になった。整

備されているマニュアルの多くは，「高齢者虐待対

応マニュアル」や「対応フロー図・チェックリス

ト」，「関係機関との連絡網」となっていた。
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前節で整理したように，地域包括支援センタ

ーが設置されたことによって，高齢者に関わる

困難事例の対応主体は実質的に大きく変わるこ

とになった。困難事例の 発見 と 援助 に

おける地域包括支援センターの役割は，多職種

協働によるネットワーク型対応で困難事例の解

決を図るという新しいサービス調整のなかで，

責任と権限に係るサービスの 調整＝コーディ

ネート を実践することである。地域包括支援

センターが担うことになった，このような新し

い役割は，地域包括ケアの理念の具現化と共に

もたらされたものである。

「高齢者に関する困難事例の対応の変化」

〔→図２〕は，地域包括支援センターの設置前

後での困難事例の対応主体と対応方法の転換を

イメージ図として整理し直したものである。こ

の図を用いながら，地域包括支援センターが担

うことになった責任と権限に係るサービスの

調整＝コーディネート の姿を確認しておこ

う。

図２ 高齢者に関する困難事例の対応の変化

自治体のケースワーカーや基幹型在宅介護支

援センターが中心となって困難事例に対応して

いたときは，なによりも提供可能な社会資源が

限られており，一元化された権限のもとでサー

ビス調整が実施できていた〔→図２上〕。介護

保険制度以前は，こうしたサービスが措置とい

う形で一元的に実施され，介護保険制度以降は，

高齢福祉と介護保険が分断されながらも，現場

の調整によってサービス提供が実施されていた

のである。特に介護保険制度が始まった初期の

頃は，高齢者の在宅ケアが介護保険制度によっ

て提供されるようになり，高齢者担当のケース

ワーカーの削減と相まって，介護保険対象の困

難事例は可能なかぎりケアマネジャーが，それ

以外の困難事例は基幹型在宅介護支援センター

が主に担当し，ケアマネジャーが対応しきれな

い困難事例については，基幹型在宅介護支援セ

ンターや自治体が最終的に対応していた。

こうした現場の調整は，基幹型在宅介護支援

センターの多くが自治体直営か公共性の高い団

体が引き受けていたため，責任主体も比 的分

かりやすい上に，関係機関との連携が必要とさ

れる場合でも，連絡調整以上の連携が行われて

いたわけではなかった。少なくとも自治体と基

幹型在宅介護支援センターの中では，一元化さ

れた権限のもとで対応の総合性が担保されてい

たといってよい。

しかし，このような行政内部での権限の一元

化は，サービス供給本位の総合性に他ならず，

利用者本位とは言いがたいものであった。自治

体による困難事例への対応は，介護保険制度以

前は提供されるサービスの選択肢がない措置で

あり，介護保険制度以降は，極めて限定された

ケースに対する「やむを得ない事由による措

置」に限られていた。こうした姿こそが，社会

福祉基礎構造改革 で批判された，かつての社

会福祉の姿であった。

介護保険法の改正によって高齢者の「尊厳の

保持」が改めて強調されるようになり，新たに

設置された地域包括支援センターは，高齢者の

総合相談支援に加えて権利擁護が基本機能のひ
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とつに明示されることになった〔→表２〕。「尊

厳の保持」と地域包括ケアの理念の具現化のた

めに，地域包括支援センターは，複合的に現象

する困難事例に対して，地域包括支援ネットワ

ークを構築し，新しい社会資源の開発・取り込

みを行いながら，責任と権限に係る制度横断的

なサービスの 調整＝コーディネート を実施

することが求められるようになったのである

〔→図２下〕。一元化された権限のもとでサー

ビス調整を実現するのではなく，サービスの提

供主体が多元化する中で，ネットワークに埋め

込まれた責任と権限を 調整＝コーディネー

ト するという，パラダイムの転換である。

（4.6） 困難事例に対応する地域包括支援セン

ターのジレンマ

こうした困難事例の対応をめぐる一連のパラ

ダイム転換は，一方では，困難事例に対する責

任の所在がわかりにくい状態を生み出すことに

なった。

すでに指摘したように，権利擁護業務として

明確に記された困難事例への具体的な対応は，

基本的には市町村の責任によって行われるべき

ものである。しかし実際には，介護保険法の施

行以降，高齢者に関する自治体のケースワーク

対応の弱体化を招き，自治体の困難事例の対応

が，虐待ややむを得ない事由による措置など，

極めて限定的なケースに限られることになって

しまった。

こうした実体的な側面において自治体責任が

相対的に弱くなったことに加えて，利用者の

「尊厳の保持」をふまえた多職種協働によるネ

ットワーク型の対応自体が，不可避的に責任と

権限の確定を拒む状態をもたらしていることに

も注意が必要である。すでに論じたように，多

職種協働によるネットワーク型の 調整＝コー

ディネート は，責任や権限がネットワークの

中に埋め込まれてしまい，責任や権限の所在自

体が不可視化される可能性が高い。一元化され

た権限による対応ではないネットワーク型の対

応は，課題解決のために支援要素の組み替えが

日常的に行われているためシステム構造が確定

しにくく，責任や権限が見え難いのである。

そのなかにあって地域包括支援センターは，

こうした多職種協働によるネットワーク型の

調整＝コーディネート を担当する位置づけ

ゆえに，制度上でも，また実質的にも困難事例

への対応の責任を代理する機関として認知され

るようになり，自治体の高齢者担当ケースワー

ク業務の弱体化と相まって，地域包括ケアの中

核機関に位置づけられるに至った。

もちろんこのような地域包括支援センターの

位置づけは，それ自体が問題を孕むものとは一

概に言いがたい。ケアマネジメント機関が，本

質的に，責任や権限を含む多職種が提供するサ

ービスの調整を含まざるを得ないためである。

かかる問題は，地域包括ケアにおける地域包括

支援センターの位置づけと「自治体の責任」が

整理されないまま，地域包括支援センターに全

ての責任を代理させていることにある。また，

地域包括支援センターの位置づけと自治体の責

任は，一義的に決められるものではない。それ

ぞれの自治体や地域社会の成熟度，地域包括支

援センターの力量によって，それぞれの地域で，

そのつど確定されなければならないのである。

（4.7） 責任と権限をめぐる自治体と地域包括

支援センターの関係

困難事例の 発見 と 援助 のディメンジ

ョンで責任と権限をめぐる問題が発生する背景

には，それぞれの自治体の中で，これまでの在

宅介護支援センターの活動が十分に総括されて

おらず，活動資産が活かされていないことや，

地域福祉計画で描いた地域包括ケアのあり方と

21)1999年４月に発表された「社会福祉基礎構造改革

について（社会福祉事業法等改正法案大綱骨子）」

は，「個人の自立を基本とし，その選択を尊重した

制度の確立」，「質の高い福祉サービスの拡充」，「地

域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充

実」の３つを具体的な改革の方向性として打ち出し

ていた。http://www1.mhlw.go.jp/houdou/

1104/h0415-2-16.html（2007年６月現在）
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地域包括支援センターの機能や役割の整理が不

十分なままに，高齢者ケアの全てを地域包括支

援センターに移譲していることが指摘できる。

特に困難事例の対応においては，具体的なケー

スを想定しながら，権限的対応に係る自治体も

含めて，援助者や援助機関を入れ込んだ責任と

権限のあり方を再考する作業が求められている

のである。これまで見てきたように，困難事例

は責任と権限をめぐる問題が顕在化しやすいテ

ーマであり，とくに「委託」の地域包括支援セ

ンターは，こうした問題に直面しやすい立場に

ある。

「地域包括支援センターのタイプ」〔→図３〕

は，この問題を整理するために，本調査研究か

ら析出した知見に基づいて，地域包括支援セン

ターの日頃の活動や困難事例への対応において，

地域包括支援センターと自治体がどのように関

わっているか考えるために描いたイメージ図で

ある。実際の地域包括支援センターと自治体の

関係はもっと複雑であるが ，困難事例をめぐ

る責任と権限の問題を明示化するために一般化

の作業を行ったものである。このイメージ上で

は，地域包括支援センターを表現する実線楕円

と自治体の点線楕円の重なりが，地域包括支援

センター業務に対する自治体の関わり方を表し

ており，それは同時に，困難事例への協働の姿

を表現している。重なる部分が広いほど，自治

体の関係部署が地域包括支援センターの日常業

務に深く関わっていることを表しており，重な

る面積が少なくなればなるほど，責任と権限の

分化が生じやすくなり， 調整＝コーディネー

ト の業務は難しくなりがちである 。

図３に表したように，自治体直営で地域包括

支援センターを運営する「直営モデル」の場合，

組織編成上でみるかぎり，地域包括支援センタ

ーと自治体が提供するサービス調整に関する責

任と権限は，地域包括支援センター以前と同様

に一元化されており，多職種協働によるネット

ワーク型の 調整＝コーディネート が比 的

スムーズに実行できる環境が整っている。調査

研究 では，Ａ市，Ｂ市，Ｃ市，およびＤ市が

「直営モデル」を採用している。

図３ 地域包括支援センターのタイプ

地域包括支援センターの一部または全部を民

間団体等に委託している「委託モデル」は，地

域包括支援センターと自治体の二極に責任と権

限が分化される傾向があり，多職種協働による

ネットワーク型の 調整＝コーディネート に

おいて現実的な問題を抱えているところが少な

くない 。また，委託モデルの場合，自治体と

22)地域包括支援ネットワークを活用したサポートが

前提となれば，前出の図１に示したように，地域連

携と専門職連携のなかで，責任と権限に関わる主体

が複数化することになる。

23)このモデルは，ネットワークに埋め込まれた責任

と権限のもとで 調整＝コーディネート のあり方

を考えるためのものであり，直営モデルを称揚する

ものではない。むしろ，直営モデルが可能とする地

域包括支援センターと自治体行政との連携を，委託

モデルにおいていかに実現するかということが現場

の課題である。

24)本調査研究で実施したヒヤリング調査の実施要領

と調査結果は，本稿末の「別表１」にまとめた。そ

れぞれの自治体の調査概要については，別表１を参

照されたい。また，個別のケースレコードは，本稿

のもとになった『地域包括支援センターにおける困

難事例への対応に関する調査研究報告書』の第Ⅱ部

に記されている。
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地域包括支援センターの関係やリーダーシップ

のあり方で 調整＝コーディネート のあり方

が大きく変わる可能性がある。

例えば，地域包括ケアの理念を強調し，生活

圏域を基点とする地域福祉の実現を強く考える

自治体の場合は，地域包括支援センターの独立

性を強く望むと同時に，自治体が地域包括支援

センターの後方支援を選択する「委託モデル

②」に該当する。本調査研究ではＨ市がこのケ

ースに近い。

他方，地域包括支援センターを委託に出しな

がらも，自治体の担当部署にケースワークを担

当できる専門職員を積極的に配置するなど，自

治体が地域包括支援センターの後方支援に限ら

ず，日頃からケースワークも含めて相談や対応

を担うという「委託モデル①」のスタイルも考

えられる。Ｆ市などがこのケースである。

こうした基本タイプ以外に，それぞれのタイ

プの弱点を補完する配慮をとる自治体も数多く

存在する。例えば，Ｇ市のように，地域包括支

援センターを全て委託で設置しながら，かつて

の直営の基幹型在宅介護支援センターを機関と

して残し，地域包括支援センターと協力関係を

作る独自のスタイルを編み出したり，直営モデ

ルと委託モデルを混在させ，直営の地域包括支

援センターに統括的機能を担わせるＥ市のよう

なスタイルもある。あるいはＤ市のように，地

域包括支援センターを１カ所直営で設置し，か

つての地域型在宅介護支援センターを残して総

合相談のブランチ窓口にするといった方法もあ

る。

地域包括支援センターと在宅介護支援センタ

ーの関係から見ると，Ａ市やＢ市，Ｅ市やＨ市

などは，それぞれ独自の方法で，在宅介護支援

センターの機能を現在も継承して活動を続けて

いる。また，地域包括支援センターのタイプと

在宅介護支援センターの継承のパターンは，そ

れぞれの自治体ですでに固まったものではなく，

Ｄ市やＥ市のように，直営モデルの地域包括支

援センターを委託モデルに移行する計画が持ち

上がっているところも少なくない。

責任と権限をめぐる自治体と地域包括支援セ

ンターの関係を考える場合，在宅介護支援セン

ターの経験の継承や地域包括ケアの考え方，地

域包括支援センターの機能の理解とその具現化

において，自治体の政策理念や地域の成熟度が

強く関わっている。それぞれの自治体で，具体

的な地域包括支援ネットワークの姿を描き出し，

その中で，自治体も含めて専門的・権限的対応

における責任と権限のあり方を整理する必要が

ある。

５．地域包括ケアの実践と困難事例の解決のために，

今どのような環境整備が求められているのか

Ａ．おわりにかえて

2000年の介護保険法の導入は，高齢期の在宅

生活に対する援助過程（ケア）において，各種

介護サービスの利用の一般化をもたらした。そ

れは，社会福祉基礎構造改革の理念にも明示さ

れた，新しい社会福祉の実践過程の一つでもあ

った。

2005年から2006年にかけて実施された介護保

険法の改正では，これまでの高齢者介護のサー

25)Ｈ市でのヒヤリング調査では，「行政サイドの現

場担当職員の多くが非常勤に置き換えられたことに

ついては，『地域包括支援センターを統括するセク

ション（高齢福祉係）としては，介護予防事業や予

防プランの策定において，現場の保健師との連携が

必要だから，正規職員のなかに保健師を配置してお

いた方が良かったのではないか』（市職員）といっ

た声や『市に相談に行くと，横との連携が必要な困

難事例の際に，窓口で対応してくれる職員が非常勤

で，少し頼りない感じがするときがある』（地域包

括支援センター職員）という意見が聞かれた」。
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ビスモデルを見直すなかで，より地域密着型の

システムを構築しながら，総合的な介護予防シ

ステムを用意し，包括的・継続的な在宅生活の

維持を実現することが具体的な論点とされてい

た。これは，在宅介護サービスの一般化＝普遍

化を受けた次の段階として，より生活に密着し

た，積極的かつ個別的な問題解決の方法を模索

する作業でもあった。

本調査研究では，こうした制度変革を前提と

した上で困難事例の対応に注目し，「地域包括

ケア」の理念ならびに高齢者の「尊厳の保持」

を引き受けて構築された「多職種連携によるネ

ットワーク型の対応」に注目した課題解決の方

法と，その中核機関としての地域包括支援セン

ターの果たすべき役割に注目した調査を実施し

た。その結果，地域包括支援センターの設置と

運営は，それぞれの自治体の経験やこれまで積

み上げてきた地域の福祉力の違いのなかで，組

織構成や活動のあり方に幅があることが明らか

となった。それに伴って，困難事例への対応の

あり方も，それぞれの自治体や地域包括支援セ

ンターごとに取り組み方法が異なることも分か

ってきた。また，多職種連携によるネットワー

ク型の対応を実践する場合，ネットワークに埋

め込まれた責任と権限を調整する役割が必要と

なることが明らかになった。

2006年４月に設置された地域包括支援センタ

ーは，全国的に見ても，まだその制度基盤の整

備が十分とはいえないし，困難事例の対応のあ

り方も標準化された方法があるわけではない。

本稿のまとめにかえて，調査研究で明らかにな

った知見を整理するなかで明らかとなった論点

を，現段階における提言としてとりまとめてお

こう。

Ｂ．地域包括ケアの実践と困難事例の解決の

ために，今どのような環境整備がもとめ

られているのか

（5.1） 高齢者の困難事例を 発見 するため

には，地域における緩やかな見まもり

ネットワークの基礎となる「地域づく

り」を進める必要がある。〔提言１〕

元気高齢者から要援護高齢者まで，高齢者の

生活のあり方にはグラデーションがある。それ

は，共時的な空間の中で人びとの生活総体がグ

ラデーションを持っているだけではなく，通時

的なライフサイクルの中でひとりの身体状況や

ライフスタイルの変化に目を向けても，それら

はグラデーションを呈しているといってよい。

地域包括ケアの理念から，こうしたグラデー

ションのある高齢者の「尊厳の保持」を確保し，

困難事例への対応を実践する場合，困難事例に

陥ったあとの対応に注目するだけでは不十分で

ある。困難な生活課題を抱え込むに至るまでの

連続的なそれぞれの段階で，予防の観点を入れ

た対応が必要となるのである。それが地域社会

における緩やかな見まもりの実践である。地域

社会における緩やかな見まもりは，困難事例に

陥る事態を未然に防ぐと共に，地域社会の中で

不可視化された困難事例の早期発見を実現する

機能を持っている。

地域社会における穏やかな見まもりを可能と

し，困難事例の対応における 発見 のディメ

ンジョンをスムーズに機能させるには，その基

盤となる「地域づくり（地域連携）」が欠かせ

ない。地域包括支援センター業務の共通的支援

基盤構築における地域包括支援ネットワークも，

こうした地域に生活する人びとのつながりや助

け合いを基盤としなければ機能しないのである。

「地域づくり」は地域包括支援センターの活

動のみで実践できるものではないし，またそう

であってはならない。地域包括支援センターで

は，教育や環境，災害対策や町おこしなど，自

治体の地域政策に関わる全てのテーマにおいて，

これまで実践されてきた地域づくりの諸活動と

連携をとりながら，地域福祉をテーマにネット

ワークを構築していく意識的取り組みが必要で

ある。

その意味で，「地域づくり」は一朝一夕に実

現できるものではない。本調査研究でも，地域

包括支援センターの地域づくりの実践が上手く
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機能してところは，既存の地域づくりの成果を

意識して活用している事例であった。たとえば，

Ｈ市の地域福祉の基層単位をなす「地区福祉推

進会」は，30年の長い時間をかけてＨ市民が作

り上げてきた地域づくりの成果であった。また，

小学校区を生活活動圏域とし，それぞれにまち

づくりの拠点を設置しながら，さらに行政区，

市レベルの三層構造で地域福祉の拠点整備を実

施し，「地域福祉ネットワーク」を作り出した

Ｃ市も，地域包括支援センターの機能を活用し

ながら，一度は活動が弱体化した地域福祉ネッ

トワークに今一度目を向けて，福祉の視点から

の地域づくりに励もうとしている。

地域包括支援センターによる困難事例の 発

見 の充実化は，こうした既存の「地域づく

り」を上手く活用することが基礎となっている

のである。全くの無から地域づくりを実践する

のではなく，すでに経験された地域づくりを意

識的に活用しながら福祉のまちづくりを実践す

ることが，最良の地域包括支援ネットワークづ

くりとなる。

また，すでに地域福祉の専門家として担当地

域を見続けてきた民生委員・児童委員やケアマ

ネジャーとの日頃からの情報交換や連携も，ネ

ットワークを通じた「地域づくり」には欠かせ

ない。困難事例の発見経路も，こうした地域担

当の専門職を通すケースが多いことが分かって

いる。地域づくりは，こうした専門的な支援者

同士のネットワークづくりでもある。

（5.2） 困難事例の 発見 を進めるためには，

地域づくりと併せてさまざまな相談経

路を確保し，地域における総合相談窓

口の機能を強化する必要がある。〔提

言２〕

既存の地域づくりを意識的に活用しながら，

地域のネットワークづくりを進めていくことで

困難事例の 発見 の経路を地域社会の中に埋

め込むと共に，専門的観点からの相談や支援を

可能とする「総合相談窓口」を各地に用意する

必要がある。地域包括支援センターの総合相談

支援に，広範な課題への総合的な対応が期待さ

れているのは，従来の“縦割り行政”の批判を

引き受けて，高齢者の ケアの包括性 を損

なわないようにするための配慮であった。

たとえば，Ｆ市やＧ市のように，かつての地

域型在宅介護支援センター全てに地域包括支援

センターやブランチを委託する；Ａ市やＤ市の

ように自治体直営の地域包括支援センターを１

カ所設置しながらも，かつての地域型在宅介護

支援センターをそのまま残して総合相談のブラ

ンチ窓口として活用する；Ｂ市のように，地域

包括支援センターを設置しながらも，かつての

在宅介護支援センターを全て残して現在も活動

を続けさせるなど，これまでの在宅介護支援セ

ンターの継承は，人材の継続的活用を可能とし，

そこで培われた相談対応のノウハウを維持・提

供すると共に，それまでの使い慣れた「総合相

談窓口」を地域の各地に用意することに繫がる。

あるいは地域包括支援センターと自治体窓口

の関係についても，たとえばＦ市では，全ての

地域包括支援センターを委託にしながらも，自

治体の担当部署は完全な後方支援にまわってし

まうのではなく，福祉専門職員を定期的に採用

し，ケースワーク対応が可能な自治体職員を配

置しながら総合相談業務を担う一機関として窓

口業務を担当している。地域住民にとって，こ

うした「総合相談窓口」の開設機関に民間や自

治体という違いがあるということは，相談経路

の入り口の拡大を意味する。自治体だから相談

できる／できないという事態はいくらでもあり

得る。その場合，Ｆ市が採用した方法は，そう

した入り口における利用者の選別的な行動があ

っても，いずれの場合も 相談 経路を確保す

26) ケアの包括性 とは，高齢者ケアの専門分化と

多様化，提供主体の多元化のなかで，高齢者の生活

をトータルにとらえる視点の必要性を強調するため

に筆者が用いた言葉である。詳しくは，井上信宏

［2005］「地域包括ケアシステムの担い手とケアマ

ネジメント・ネットワークの構築：ケアマネジメン

トの系譜と ケアの包括性>のゆらぎ」，『信州大学

経済学論集』第53号，pp.75-97を参照。
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ることに繫がり，困難事例の早期発見が可能と

なる。このように，地域住民の身近なところに，

専門的観点から相談を引き受けてくれる経路を

いくつも用意しておくことは，困難事例の 発

見 のなかで重要な意味を持っているのである。

（5.3） 困難事例に対応するために，ソーシャ

ルワークの観点から多職種協働による

ネットワーク型の 調整＝コーディネ

ート が実践できる人材を育成し，地

域包括支援センター，自治体窓口の双

方に配置する必要がある。〔提言３〕

発見 のディメンジョンにおける総合相談

窓口での対応は，フォーマル，インフォーマル

に関わらず，地域社会における高齢者の保健，

福祉，医療，介護等に関わる広範な社会資源の

存在を知り，ソーシャルワークの視点からケー

ス対応を実践することに他ならない。特に本調

査研究からは，増加傾向にある総合相談のなか

で，精神障害や知的障害，認知症や虐待といっ

た状態が複数重なるケースは困難事例に陥りや

すいことが分かっている。そうした多重困難事

例への対応には，多職種協働によるネットワー

ク型の 調整＝コーディネート が必要となる。

困難事例の対応において，複数の専門領域を

横断する視点から実態把握を実施し，必要なサ

ービスにつなぐためには，縦割り行政の狭い専

門に限定された狭義のケースワークではなく，

社会福祉の幅広い観点からソーシャルワークが

実践できる人材をそれぞれの窓口に配置する必

要がある。このような人材は，職員として意識

的に養成しなければ存在できないし，関連分野

の職務を一定程度の時間をかけて経験してきた

人材でなければ，相談時において当事者と支援

者間でラポール（信頼関係）を築くことは難し

い。地域包括支援センターに三職種を配置し，

多職種協働によるチームアプローチをねらって

いるゆえんでもある。

本調査研究でも，地域包括支援センターの三

職種がそれぞれ独立して業務を行うのではなく，

地域包括支援センター全体で情報の共有や相互

の助言を行い，３人の専門職が協働で４つの基

本機能に記された業務を担当し，包括的に高齢

者に対してサービスを提供することができる地

域包括支援センターを作る必要が強調された 。

実際，調査からも地域包括支援センターの活動

が順調に進められているところでは，それぞれ

のセンターで工夫を凝らした多職種協働のスタ

イルがとられていた。

社会福祉の幅広い観点からソーシャルワーク

を実践できる職員を配置する必要は，地域包括

支援センターの窓口だけではなく，自治体の関

連部署にもある。これは，窓口業務における総

合相談を可能とするだけではない。地域包括支

援センターの後方支援を実施し，権限的対応を

とる場合に，社会福祉の考え方を身につけてソ

ーシャルワークの経験をもつ職員が不在の行政

では，現場の勘所を見誤る可能性があることは，

調査した自治体職員自らが指摘したことでもあ

る。

自治体職員の現場対応能力については，地域

包括支援センターのタイプと関係がない。生活

圏域で困難事例の対応を行い，自治体が後方支

援に徹する場合でも，地域包括支援センターに

専門職を配置しながら，それを所管する部署に

専門職と対等に議論ができる職員が不在である

自治体は，「尊厳の保持」に基づいて，要援護

高齢者の生活支援における自治体責任を引き受

けたことにはならない。「直営モデル」だけで

はなく，「委託モデル」を採用する自治体こそ

が，所管部署に経験と専門性を兼ね備えた職員

を配置する必要がある。

こうしたソーシャルワークを実践できる人材

の育成は，地域包括支援センターだけに求めら

態」になってしまい，「担当者によってケース対応

にも差が見られる」状態で，「三職種のいずれの専

門にも関わらない『地域づくり』が後手に回って」

しまい，苦慮しているという職員がいた。

27)インタビュー調査を実施したある地域包括支援セ

ンターでは，センターの統括者が，三職種の日常業

務をその専門内容で明確に分化してしまったために，

同じ職場にいても「お互いの仕事に口を出せない状
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れるものではない。地域包括ケアの実践におい

て，リーダーシップをとることができる人材が

いる地域は，それぞれに独自の成功を収めてい

ることもこれまでの研究から明らかとなってい

る。そうした人材の活動をサポートし，必要に

応じて彼らとの連携を進めていくための基盤整

備を行う責任は，自治体責任のひとつである。

すでに地域包括支援センター職員については，

再任を妨げないものの，任期を２～３年程度と

し，地域との人事交流を行いながら，運営協議

会がそうした人事に積極的に関与することが決

められている。自治体は，地域包括支援センタ

ーや各種専門職と相談しながら，地域の人材育

成を幅広く実施するプログラムを用意すること

が必要である。

（5.4） 地域独自に困難事例の対応の流れを描

いたフローチャート作成したり，困難

事例の具体的な対応に目を向けたマニ

ュアル（事例集）を作成するなどして，

ネットワークの中で複雑化・不可視化

しがちな業務と責任を 見える状態

にするしくみ作りが必要である。〔提

言４〕

援助 のディメンジョンからみると，困難

事例に対するネットワーク型の対応は，問題解

決のために支援要素の組み替えが日常的に実践

されるためシステム構造が確定しにくく，その

ために構造から責任や権限が見えにくくなると

いう制約を抱えていた。

複数の支援者からなる，多職種協働によるネ

ットワーク型の 調整＝コーディネート にお

いては，支援者は自分の業務と責任を明確にす

るだけでなく，その事実を協働者と共有し，必

要に応じて，いつでも当事者の ケアの包括

性 を鳥瞰できるような仕掛けが必要である。

「フローチャートの作成」や「マニュアルの作

成」は，ネットワーク型の対応の中で複雑化・

不可視化しがちな業務と責任を 見える状態

にするしくみである。

その場合，困難事例に対応するフローチャー

トやマニュアルは，それぞれの地域特性や社会

資源の状態に応じて，あるいは，それぞれの地

域のなかで発見された困難事例をもとにしなが

ら， 発見 と 援助 のそれぞれにおいて行

った対応とそのときの反省を書き加えながら作

成することが推奨される。

たとえば，神奈川県綾瀬市健康介護課（綾瀬

市地域包括支援センター）が作成した，別表２

の「困難事例対応シート（神奈川綾瀬市） 」

や，福岡県北九州市小倉北区役所生活支援課，

統括支援センター所属で保健師資格をお持ちの

清田啓子氏がとりまとめた，別表３の「困難事

例の因子別にみた状況：支援-支援機能のカテ

ゴリー分析」は，それぞれの地域特性と地域で

積み上げられてきた経験を活かしてつくられた

好事例である。

綾瀬市地域包括支援センターが作成した「困

難事例対応シート」は，個別ケースを対象とす

る記録フォーマットである。困難事例の対応に

ついて，インテークの段階から事例記録を作成

すれば，その流れがそのまま業務のフローチャ

ートを描くようにデザインがなされており，対

象者と支援者に区分された記入項目は，“どの

ような問題に対する／誰のための支援か”が一

目で分かり，対応の現場では見落としがちな支

援に気づくことができるようにもなっている。

また，一覧性の高いフォーマットは， 援助

過程を 見える状態 におくための仕掛けとし

ても機能している。

本稿のもとになった調査研究の検討委員でも

ある清田啓子氏は，本調査研究でのセッション

とアンケート調査の分析結果を持ち帰り，自身

の担当する地区の困難事例をもとに，「困難事

例の因子別にみた状況：支援-支援機能のカテ

ゴリー分析」の素描を描き出した。小倉北区で

は地域包括支援センターが独自に「困難事例

集」を作成して関係者に配布している 。「困

難事例対応シート」のような形で個別事例の対

28)2007年３月の段階で，「案」として作成されたも

のである。

29)詳細は，別表３の説明を参照のこと。
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応がある程度積み上がってくれば，それぞれの

困難事例を因子に分解し，それぞれに対して

「相談状況」，「実態把握内容」，「対応方針」，

「具体的な支援とそのポイント」，「支援の機能」

などのカテゴリー別にデータを分解し，整理す

ることが可能となる 。こうしてできあがった

「事例集」は，地域包括支援ネットワークを具

体的な支援の観点で 見える状態 にすると共

に，類似の事例に対する「マニュアル」として

機能することになる。

（5.5） 「責任と権限」の枠組みを整理し直し，

ネットワークのなかに埋め込まれた責

任と権限を 見える状態 にすると共

に，地域福祉計画の策定などを通じて

地域包括ケアの実践における自治体責

任を明記し，自治体はその責任を果た

す必要がある。〔提言５〕

かつて右田紀久恵氏は，『自治型地域福祉の

展開』 の巻頭論文「分権化時代と地域福祉：

地域福祉の規定要件をめぐって」のなかで，

1990年の社会福祉関係８法の改正にみられる

「分権化」，「多元化」，「計画化」の推進という

“戦後以来の大改革”のなかで，「地域福祉概

念もまた，「分権と自治」と無関係に構築しえ

ないときを迎えて」おり，「地域福祉を単に在

宅福祉（在宅援助の実践体系）と短絡的に捉え

るのではなく，地方自治のあり方と連動させ，

分権的社会システムの創造の一環として位置づ

けるところに，あらたな社会福祉としての地域

福祉のもう１つの意味がある」と述べた 。

その後の新しい時代の社会福祉の理論と実践

を牽引することになる右田氏らの議論は，従来

のトップダウン型の社会福祉を念頭におく福祉

国家の枠組みを見直し，「“あらたな「公共」の

構築”を含むもの」として「地域福祉概念」を

措定し直した上で，「生活権と参加」を視座に

入れた「自治型地域福祉」として社会福祉の理

論と実践にパラダイム転換をもたらすことにな

った。こんにちの「地域包括ケア」の考え方は，

1970年代に市民権を獲得し，「自治型地域福祉」

に結実する地域福祉の理論と実践にもう一つの

系譜を求めることができる。

しかし，1980年代なかごろの「地方の時代」

には，国・県レベルから市町村レベルへの権限

委譲が行われるなかで，「分権と参加」が議論

されることはあっても，権限と責任の委譲が具

体的な場面で取り上げられることは少なかった。

そこでは，地方分権の文脈から市町村レベルで

の主体責任が強調され，市民や住民という集合

概念としての参加が議論されるにとどまり，援

助技術においてアドボケート機能を重視したケ

ースマネジメントが取り上げられ，いくつかの

先進的な現場で“ケースマネジメントをめぐる

新しい問題”として認知されていても，サービ

ス調整の権限と責任の問題が顕在化する段階に

はなかった。

1990年代後半以降の社会福祉基礎構造改革の

議論を引き受けた「地域包括ケア」の理念や

「尊厳の保持」といった，地域包括支援センタ

ーの困難事例への対応の基底にある考え方と，

責任と権限に係る調整を含んで多職種協働によ

るネットワーク型の 調整＝コーディネート

を行う地域包括支援センターに期待される新し

30)こうした質的事例調査の分析手法としては，1990

年代以降，グラウンデッド・セオリーアプローチの

有効性が注目されている。本稿もそうした分析手法

に準拠する部分が少なくないが，それぞれの現場で

積み上げてきた困難事例の分析から地域独自のマニ

ュアルを作成するまでの手順については，同アプロ

ーチから学びながらも簡便化した手法の開発が可能

と思われる。本稿の段階ではそこまで作業が及んで

いない。今後の課題である。なお，グラウンデッ

ド・セオリーアプローチについては，Glaser, Bar-

ney G.& Strauss,Anselm L.［1967］ The Discov-

ery of Grounded Theory: Strategies for Qualita-

tive Research,Aldine. ＝ 後藤隆・大出春江・水野

節夫（訳）［1996］『データ対話型理論の発見：調査

からいかに理論をうみだすか』新曜社，を参照のこ

と。

31)右田紀久恵（編著）［1993］『自治型地域福祉の展

開』法律文化社。

32)前掲，右田（編著）［1993：７-８］より。
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い役割は，地域福祉の理論と実践の系譜のなか

で，権限と責任をめぐる新しい論点を顕在化さ

せることになった。

いわゆる基礎自治体の内部に設定された生活

圏域のなかで，1990年代に整備されてきた福祉

専門職による専門的サービスの提供と，それ以

外の多様な社会資源を組み合わせながら多職種

連携で困難事例に対応するというネットワーク

型の援助実践は，それまでの単純な主体を前提

とした責任や権限のとらえ方を拒絶する。「尊

厳の保持」を行いながら，当事者の ケアの包

括性 を第一に考える援助は，責任や権限を固

定的に捉えて当事者にサービス提供を行うので

はなく，ケースマネジメントを通じて，課題解

決のために責任や権限も含めた支援要素を自在

に組み替えながら，提供するサービスを配分す

る。こうした支援のありかたが，不可避的に責

任や権限をネットワークのなかに埋め込み，そ

れらが不可視化されるのである。こうした状況

と相まって，介護保険制度によって導入された

サービス提供への市場原理の導入は，サービス

提供者の多元化をもたらし，市場淘汰を通じた

自浄作用のなかで，責任や権限をさらに見えに

くくする。

こうした事態は，責任や権限の問題が“過去

の問題”となってしまったことを意味しない。

むしろ，見えにくくなったからこそ，今一度，

社会福祉の責任や権限を意識的に顕在化させる

作業が必要なのである。なぜならば，責任と権

限を明確にすることは，それぞれの自治体で，

地域包括ケアの担い手（ケアワークの担い手）

を明らかにし，目標とする福祉コミュニティの

デザインを描き出すことと同値であり，そこに

おける人びとの生活の質を確定することだから

である。

福祉コミュニティのデザインを描くことは，

地域住民を主体として配置しなおすことである。

その作業は，地域社会の特性に応じて，それぞ

れの自治体が行わなければならない作業のひと

つでもある。その意味では，福祉コミュニティ

のデザインを描き出すプロセスの一連の責任は，

地域福祉計画の策定などを通じて，自治体が負

っているといってよい。

地域包括ケアの実践において，福祉コミュニ

ティの方向性を明確に描き出す責任は自治体に

あるが，困難事例への対応に代表される 援

助 のディメンジョンにおける責任と権限には，

これとは別の分析的記述による整理が必要であ

る。

たとえば， 援助 における責任と権限につ

いては，プロフェッション（専門職集団）とし

ての社会的承認を得た福祉専門職をはじめとす

る専門的援助者の職業倫理に基づく「責任と権

限」と，措置権限による行政命令を最終手段と

する権限的対応に基づく「責任と権限」に分け

て考えてみてはどうだろうか。ネットワーク型

対応において，責任と権限が不可視化されてい

る背景には，この双方には審級をつけることが

できない事実と，これらが錯綜していることに

も原因があるといえる。

援助 における責任と権限は，当事者に関

わる専門職と自治体の双方にあるとしか言いよ

うがない。当事者のトータルな支援を考えると，

両者は最終的には分節不可能であり，連続的な

サービス提供として認識する必要があるためだ。

しかしそれは，自治体による権限的対応を第一

に考える考え方を排除する。なぜなら，措置権

限などの権限的対応は，憲法第25条の生存権と

地方自治というシステムのなかで制度的に設定

されたものにすぎず， ケアの包括性 という

利用者主体からみた場合， 援助 の重要な部

分を占める行為ではあるが， 援助 の全てを

包摂するものではないからである。 援助 の

多くの部分は，権限的対応ではなく，専門的対

応として提供される福祉サービスなのである。

そのサービスは，社会的承認を得た福祉専門職

によって提供される。権限的対応と専門的対応

は，利用者の必要に応じて用いられるサービス

のひとつであって，その意味では両者に審級を

つけることはできないのである。

そうであるがゆえに， 援助 における責任

と権限は，地域包括支援センターの力量や自治
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体が描き出す福祉コミュニティのデザインによ

って，可変的になるのである。生活圏域の基層

が成熟していれば，責任と権限はより地域に近

いところに下ろされてくるだろうし，そうでな

ければ，より上位の段階に置かれることになる。

しかし本研究の分析結果が，地域の成熟度に

よってその比率を変えながらも 援助 におけ

る責任と権限を専門職集団と自治体に按分する

からといって，自治体の責任が小さくなること

を認めているわけではない。むしろ逆である。

それは， 援助 における責任と権限が，実

質的には連続したサービスとして認識されるべ

きであり，その意味では，措置権限を有する自

治体と，それ以外のサービス調整を実施する地

域包括支援センターなどのケアマネジメント機

関が，住民に対する責任を共に担っているから

である。

地域包括支援センターの位置づけや 援助

の具体的なあり方については，地域福祉計画等

を通じて行われる福祉コミュニティのデザイン

化のなかで決められることになる。すでに述べ

たように，こうした作業は自治体の責任として

実施されるべきものであり，それは， 援助

における責任と権限のあり方をめぐって地域住

民と自治体が契約を取り結ぶことに他ならない。

自治体はその契約の主体としての責任を負って

いるのである。しかしそれは，先に述べたよう

に， 援助 における自治体義務を免責するこ

とにはならない。福祉コミュニティのデザイン

を描き出すプロセスと共に， 援助 のディメ

ンジョンにおいても，自治体の責任は大きいと

言わざるを得ないのである。

― ―36 地域包括支援センターの運営にみる困難事例への対応



別表１ ヒヤリング調査事例にみるカテゴリーの一覧

ヒヤリング調査は，調査検討委員会に参加した自治体（Ａ市，Ｃ市，Ｄ市，Ｇ市）とそれ以外の

自治体（Ｂ市，Ｅ市，Ｆ市，Ｈ市）に分けて実施した。

調査検討委員会に参加した自治体については，困難事例をめぐる問題点や地域包括支援センター

の運営における課題を委員会で報告してもらい，参加委員とのセッションを通じて，それぞれの課

題や実例を掘り下げる作業を行なった。セッションで明らかになった新たな検討課題を持ち帰った

委員は，次回の委員会で追加的な自治体の情報や現状を報告し，再びセッションが実施され，課題

がより深められることになった。

調査検討委員会は，期間中４回実施された。この間，必要に応じてメールを用いた意見交換が行

われている。『地域包括支援センターにおける困難事例への対応に関する調査研究報告書』の第Ⅱ部

は，こうした委員会でのセッションをふまえて，それぞれの自治体の委員が執筆したものである。

調査検討委員会に参加していない自治体は，2006年11月に実施したアンケート調査（自治体対象

アンケート：回収455ケース，回収率59.6％；地域包括支援センター対象アンケート：回収460ケー

ス）の個票を分析した上で，困難事例に対する独自の対応が見られる自治体の中から，地域包括支

援センターの設置状況 を考慮して選抜，ヒヤリング調査を依頼した。

調査依頼と共に送付する調査票を作成するために，アンケート調査結果，ならびに調査検討委員

会，ワーキングチーム内でのセッションを参考にしながら，次の７ポイントを調査仮説として析出

した 。

１．困難事例に対するネットワーク対応が現段階では十分とは言えない。

２．困難事例に対応できる人材育成の作業が後手に回っている。

３．地域包括支援センターや行政サイドが，地域社会のしくみをもっと知る必要がある。

４．増加傾向にある相談に対する地域包括支援センターの対応は十分と言えるのか。

５．困難事例を発見するための経路の見直しが必要である。

６．困難事例対応の「フローチャート」と「対応の勘所」についてはマニュアルが作成できるの

ではないか。

７．地域包括ケアの実現における，責任と業務の分担を今一度明確にする必要がある。

上記の調査仮説をもとに調査検討委員会内部で意見交換が行なわれ，自治体単位でヒヤリング対

象を選定し，「地域包括支援センターを管理する行政部局の担当者（実務担当，複数）」，「地域づく

りに関する業務の担当者」，「地域包括支援センターの三職種」，「地域の第一線で活躍する（地域の

リーダー的存在の）ケアマネジャー」を中心に，グループインタビューを実施することになった。

事前に送付した調査票は，グループインタビューのカテゴリーを自治体対象と地域包括支援セン

ター対象に分けて作成した。

自治体対象調査票

⑴ 市の介護保険ならびに高齢者福祉の実施状況について

●介護保険・高齢者福祉を担当する行政の組織（職員）について

33)地域包括支援センターの「直営タイプ」，「委託タイプ」，「混在タイプ」をそれぞれ選抜した。

34)調査仮説の７ポイントは，2006年12月22日の調査検討委員会（第３回）で配布した「ヒヤリング調査・報告書の

ための仮説」（井上信宏作成，部内限）で呈示された。
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●高齢者／介護保険利用者の実態と特徴について

●介護保険・高齢者福祉施策の特徴と現在の問題点 など

⑵ 地域包括支援センターの設置について

●地域包括支援センターの設置／運営方針について

●地域福祉計画と地域包括支援センターの連関について

●新予防給付の実施状況について など

⑶ 地域包括支援センターの相談状況と支援システムについて

●困難事例の発見とその対応方法について

●地域包括支援センターと市（行政）との関係（支援）について

●地域福祉の担い手（リーダー）の育成について など

⑷ 地域包括支援センターの運営上の課題・問題点

●地域包括支援ネットワークの構築について

●地域包括支援センターの抱える課題や問題について など

⑸ そのほか

地域包括支援センター対象調査票

⑴ 地域包括支援センターの状況について

●地域包括支援センターのこれまでの活動概況について

●開設当初の困難とその解決，現在も継続している課題について

⑵ 総合相談業務と地域の実態把握について

●地域包括支援センターの広報活動と総合相談の利用状況（相談内容）について

●相談事例の具体的な対応方法について

●地域包括支援ネットワークなど，関連機関・組織との関係づくりについて

⑶ 困難事例とその対応について

●地域の困難事例の発生状況と発見（相談経路）について

●困難事例への対応のノウハウについて

●行政をはじめとする関係機関との連携や情報交換について

●地域包括支援センター内の三職種間の連携について

●現場のケアマネジャーへの支援や連携について

⑷ 地域づくりと人材育成について

●地域づくりへの働きかけについて

●地域ケア活動推進のための働きかけについて

●講習会やケース検討会の実施状況について

⑸ 専門とする職務からみた地域包括支援センターについて

●「三職種連携」や「地域包括支援センターとしての支援」の考え方について

●専門職の視点からみた地域包括支援センターの問題点や課題について

●現場でのご苦労など
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●現場のケアマネジャーの皆さんへは，日頃の支援活動での問題点や困難事例の対応につい

て，地域包括支援センターに求める支援等についてお伺いします。

⑹ そのほか

こうして選抜された自治体と地域包括支援センターは，2006年11月にアンケート調査を記入し，

2007年１月～２月に上記の調査票に目を通したことになる。これらを踏まえた上で，実際のインタ

ビューは，地域特性や困難事例の 発見 から 援助 にいたる独自の対応を可能とする諸条件を

明らかにすることを念頭にいれ，アンケート調査や調査票をガイドとしながら，半構造化インタビ

ューの手法を採用した。井上は，Ｂ市以外の３市での調査に参加した。

別表１の「ヒヤリング調査事例にみるカテゴリーの一覧」は，こうした調査とケースレコードを

もとに，井上が整理・作成したものである。

ヒヤリング調査事例の比較対照表

包括モデル 人口
規模

包括（箇所）

直営 委託
ブラ
ンチ

地域包括支援センターを中心とする

地域包括ケアの特徴
地域づくり活動の特徴

Ａ 直営モデル ８万人 1 3 在介経験の完全継承 地域の集積度が高い

Ｂ 直営モデル 33万人 8 3 保健センターによる包括管理 地域保健活動の経験を継承

Ｃ 直営モデル 99万人 31 包括に統括センターを設置 三層構造による地域福祉拠点整備

Ｄ 直営モデル 47万人 1 11 行政窓口にトータルな高齢者支援 直営包括の委託への転換予定

Ｆ 混在モデル ９万人 1 2 直営が委託をサポート 市町村合併による地域特性の相違

Ｆ 委託モデル 30万人 10 行政窓口による現場主義の後方支援 広域のための地域特性の相違

Ｇ 委託モデル 44万人 19 2 包括以外に福祉支援センターを設置 民生委員を活用した高齢者の台帳管理

Ｈ 委託モデル 30万人 7 11 現場から離れがちな行政窓口の不安 歴史ある地域福祉の基層単位

１）「包括」は地域包括支援センターを表し，「包括モデル」は地域包括支援センターの設置状況によって区分したも

のである。

２）「在介」は在宅介護支援センターを表す。
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Ａ
）
直
営
モ
デ
ル
：
Ａ
市

Ａ
市
の
概
要

●
人
口
８
万
人

／
高
齢
化
率
15
.5
％

●
日
常
生
活
圏
域
を
分
割
し
て
設
定
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い
と
判
断
し
，
日
常
生
活
圏
域
を
全
市
で

１
と
す
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
は
，
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
せ
ず
，
市
内
３
ヶ
所

に
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
，
そ
の
統
括
を
Ａ
市
高
齢
者
福
祉
担
当
が
担
っ
て
き

た
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
直
営
で
１
ヶ
所
設
置
し
，
従
来
の
高
齢
者
福
祉
担
当
が
担
っ
て
き
た
役

割
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

●
既
存
の
３
ヶ
所
の
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
ブ
ラ
ン
チ
と
し
た
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
こ
れ
ま
で
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
，
民
生
委
員
，
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
，
す
べ
て
の
困

難
事
例
の
情
報
・
相
談
が
Ａ
市
高
齢
者
福
祉
担
当
に
集
中
し
て
い
た
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
後
，
担
当
部
署
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
た
が
，
職
員
等
も
大
き
な
変
更
は
な
い
た
め
，

従
来
の
シ
ス
テ
ム
を
継
続
的
に
活
用
し
て
い
る
。

●
20
00
年
度
末
に
Ｙ
市
と
共
同
で
設
置
し
た
「
Ｙ
保
健
福
祉
事
務
所
管
内
高
齢
者
虐
待
防
止
S
O
S
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
」
で
共
通
の
相
談
把
握
票
を
作
成
し
，
同
シ
ス
テ
ム
の
「
チ
ー
ム
検
討
会
」

を
必
要
に
応
じ
て
開
催
し
て
，
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
困
難
事
例
へ
の
対
応
は
，
Ｙ
保
健
福
祉
事
務
所
管
内
高
齢
者
虐
待
防
止
S
O
S
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
に
基
づ
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
担
う
役
割
を
決
め
て
，
複
数
機
関
に
よ
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ

ー
チ
を
原
則
と
し
て
い
る
。

●
Ｙ
保
健
福
祉
事
務
所
管
内
高
齢
者
虐
待
防
止
S
O
S
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
は
，
保
健
福
祉
事

務
所
，
警
察
，
医
療
機
関
を
含
む
事
例
検
討
会
や
研
修
会
を
実
施
し
，
広
く
地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
や
介
護
保
健
事
業
者
が
参
加
し
，
地
域
で
の
困
難
事
例
に
対
す
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
り
，
横
の

連
携
を
構
築
す
る
機
会
を
用
意
す
る
。

今
後
の
課
題

●
今
ま
で
以
上
に
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
の
宣
伝
が
必
要
で
あ
る
。

●
困
難
事
例
の
対
応
を
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
専
担
と
し
な
い
で
，
地
域
全
体
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

対
応
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
と
連
携
強
化
の
必
要
性
が
あ
る
。

Ｂ
）
直
営
モ
デ
ル
：
Ｂ
市

Ｂ
市
の
概
要

●
人
口
33
万
人

／
高
齢
化
率
17
.8
％

●
日
常
生
活
圏
域
を
お
お
む
ね
小
学
校
区
ご
と
と
し
た
上
で
，
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
い
て

は
，
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
中
学
校
区
を
基
本
と
し
，
19
の
生
活
圏
域
を
設
定
す

る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
に
は
，
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
（
Ｂ
市
で
は
別
名
称
）
が
28
ヶ
所

設
置
さ
れ
て
い
た
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
８
ヶ
所
，
サ
テ
ラ
イ
ト
３
ヶ
所
，
実
質
11
ヶ
所
を
全
て
市
直
営
で
設
置
し
，

保
健
所
の
傘
下
に
あ
る
保
健
セ
ン
タ
ー
が
主
管
し
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
６
ヶ
所
が
地
域
の
保
健
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置
さ
れ
，
残
る
セ
ン
タ
ー
も

市
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
継
承
し
て
お
ら
ず
，
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
保
健
師
は
市
の
正
規
職
員
，
他
の
職
員
は
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
か

ら
派
遣
さ
れ
た
職
員
で
あ
る
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
相
談
窓
口
機
能
を
明
確
に
線
引
き
し
な
い
で
，
困
難
事
例
発
見
の
窓
口
の
機
能
を
全
て
の
関
係
部
署

が
担
当
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

●
市
の
事
例
分
析
に
基
づ
く
，
市
独
自
の
高
齢
者
虐
待
防
止
・
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
，
対
応
の

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
明
確
化
し
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
訪
問
は
，
複
数
の
専
門
職
で
行
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
市
直
営
の
利
点
を
活
か
し
て
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
が
虐
待
現
場
に
踏
み
込
む
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

●
地
域
保
健
活
動
を
担
っ
て
き
た
保
健
師
が
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
要

と
な
っ
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
で
の
定
例
の
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し
，
職
員
以
外
に
民
生

委
員
等
に
参
加
し
て
も
ら
い
，
意
見
交
換
を
実
施
し
て
い
る
。

今
後
の
課
題

●
長
期
的
に
地
域
支
援
を
行
な
い
得
る
福
祉
専
門
職
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

●
既
存
の
地
域
づ
く
り
組
織
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
協
力
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
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Ｃ
）
直
営
モ
デ
ル
：
Ｃ
市

Ｃ
市
の
概
要

●
人
口
99
万
人

／
高
齢
化
率
22
.6
％
（
大
都
市
な
が
ら
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
早
い
の
が
特
徴
）

●
平
成
５
年
か
ら
「
地
域
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
構
築
し
，
地
域
の
要
支
援
高
齢
者
等
の
情
報
交
換

や
高
齢
者
支
援
を
実
施
し
て
き
た
。

●
日
常
的
な
生
活
活
動
範
囲
を
「
小
学
校
区
」
と
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
ち
づ
く
り
・
住
民
活
動
の
拠
点

「
市
民
セ
ン
タ
ー
」，
「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」
を
設
置
，「

触
れ
合
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
地
域
福

祉
活
動
を
実
践
し
て
い
る
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
24
ヶ
所
，
そ
れ
ら
の
管
理
指
導
を
行
う
行
政
区
ご
と
の
「
統
括
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
７
ヶ
所
，
合
計
31
ヶ
所
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
す
べ
て
直
営
で
設
置
し
，「

ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
相
談
」
と
「
出
前
主
義
」
を
徹
底
す
る
。

●
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
直
営
に
す
る
こ
と
で
，
地
域
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
再
構
築
に
あ
た

る
。

●
各
セ
ン
タ
ー
が
各
担
当
エ
リ
ア
内
の
介
護
予
防
支
援
や
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
責
任
を
負
い
，
統

括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
区
内
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
支
援
・
指
導
・
評
価
を
行
う
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
民
生
委
員
に
よ
る
困
難
事
例
の
発
見
が
中
心
と
な
る
。

●
困
難
事
例
を
把
握
す
る
た
め
に
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
「
地
域
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
中

心
と
位
置
づ
け
る
。

●
困
難
事
例
は
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
抱
え
込
む
の
で
は
な
く
，
統
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
連
携

を
と
り
な
が
ら
対
応
す
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
こ
れ
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
困
難
事
例
の
対
応
方
法
を
，
社
会
福
祉
士
が

中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
た
冊
子
を
独
自
に
作
成
し
配
布
す
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
小
学
校
区
-行

政
区
レ
ベ
ル
-市

レ
ベ
ル
の
三
層
構
造
で
地
域
福
祉
の
拠
点
整
備
を
実
施
し
，
行
政
区

ご
と
に
「
保
健
・
医
療
・
福
祉
・
地
域
連
携
推
進
協
議
会
」
を
設
置
す
る
。

●
統
括
セ
ン
タ
ー
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
二
重
構
造
に
よ
り
，
統
括
セ
ン
タ
ー
が
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
の
後
方
支
援
に
あ
た
り
，
困
難
事
例
に
対
応
す
る
。

●
困
難
事
例
の
事
後
対
応
と
し
て
，
医
師
，
弁
護
士
，
警
察
，
施
設
管
理
者
，
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
管
理

人
等
で
構
成
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ
ア
会
議
で
事
例
検
討
を
実
施
す
る
。

今
後
の
課
題

●
今
後
は
，
行
政
判
断
を
必
要
と
す
る
困
難
事
例
の
対
応
を
通
じ
て
行
政
職
員
が
身
に
付
け
た
ス
キ
ル

を
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
伝
達
す
る
必
要
が
あ
る
。

●
医
師
と
の
連
携
を
今
ま
で
以
上
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

Ｄ
）
直
営
モ
デ
ル
：
Ｄ
市

Ｄ
市
の
概
要

●
人
口
47
万
人

／
高
齢
化
率
17
.2
％

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
に
は
，
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
１
ヶ
所
（
直
営
），

地
域

型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
11
ヶ
所
（
委
託
）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
の
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

を
改
組
し
て
，
市
内
に
１
ヶ
所
直
営
で
設
置
す
る
。

●
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
11
ヶ
所
の
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
そ
の
ま

ま
残
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
医
療
・
福
祉
専
門
職
を
１
名
以
上
配
置
し
，
総
合
相
談
の
ブ
ラ
ン
チ
窓
口
と

す
る
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
て
き
た
，
困
難
事
例
を
抱
え
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対

す
る
後
方
支
援
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
継
承
し
て
い
る
。

●
上
記
の
継
承
事
項
を
活
か
し
て
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
，
地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
困
難
事
例
を
発
見
す
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
Ｄ
市
は
，
20
00
年
度
か
ら
市
役
所
内
に
，
介
護
保
険
の
み
な
ら
ず
包
括
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
意
図

し
た
「
介
護
支
援
課
」
を
設
置
し
，
要
援
護
高
齢
者
の
支
援
を
ト
ー
タ
ル
に
実
施
し
て
き
た
。

●
Ｄ
市
が
高
齢
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
担
当
者
会
議
を
開
催
し
て
，
高
齢
者
虐
待
の
予
防
，
早
期

発
見
，
早
期
対
応
，
再
発
防
止
の
た
め
の
後
方
支
援
を
行
う
。

今
後
の
課
題

●
平
成
19
年
度
か
ら
直
営
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
３
ヶ

所
設
置
し
，
そ
の
す
べ
て
を
社
会
福
祉
法
人
に
委
託
す
る
予
定
で
あ
る
。

●
直
営
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
す
べ
て
廃
止
し
て
後
方
支
援
に
徹
す
る
Ｄ
市
は
，
困
難
事
例
に

関
す
る
ス
キ
ル
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
，「

Ｄ
市
に
お
け
る
新
予
防
給
付
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

質
保
証
の
た
め
の
し
く
み
づ
く
り
」
に
お
い
て
，
関
連
団
体
の
連
携
モ
デ
ル
を
呈
示
す
る
こ
と
で
，

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
維
持
を
管
理
し
，
困
難
事
例
発
生
予
防
の
た
め
の
提
案
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

●
Ｄ
市
に
よ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
に
対
す
る
ス

ー
パ
ー
バ
イ
ズ
，
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
，
専
門
職
と
し
て
の
資
質
の
向
上
を
め
ざ
す
た

め
の
支
援
の
し
く
み
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
。
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Ｅ
）
混
在
モ
デ
ル
：
Ｅ
市

Ｅ
市
の
概
要

●
人
口
９
万
人

／
高
齢
化
率
20
.9
％

●
20
05
年
に
，
そ
れ
ぞ
れ
地
域
特
性
の
異
な
る
１
市
３
町
１
村
の
大
合
併
を
経
て
“
Ｅ
市
”
と
な
る
。

●
日
常
生
活
圏
域
を
７
ヶ
所
設
定
し
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
に
は
，
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
が
７
ヶ
所
設
置
さ
れ
て
い

た
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
３
ヶ
所
設
置
し
，
そ
の
う
ち
１
ヶ
所
を
市
直
営
，
残
る
２
ヶ
所
を
地
域

型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
選
定
し
，
委
託
と
す
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
外
の
５
ヶ
所
の
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
，
そ
の
ま
ま
在

宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
委
託
し
，
従
前
の
機
能
を
維
持
し
て
い
る
。

●
市
直
営
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
指
導
的
な
立
場
と
な
っ
て
Ｅ
市
全
体
の
高
齢
者
の
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築
業
務
を
担
当
し
，
委
託
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ら
び
に
地
域
型
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
の
統
括
・
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
地
域
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
困
難
事
例
は
，
担
当
地
区
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
対
応
し
，
接
近

困
難
事
例
や
よ
り
解
決
困
難
な
事
例
に
つ
い
て
は
，
行
政
機
関
の
個
人
情
報
に
ア
ク
セ
ス
権
が
あ
る

直
営
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
担
当
地
区
を
越
え
て
協
力
す
る
。

●
全
て
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
，
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
，
障
害
福
祉
関
係

事
業
所
等
を
集
め
た
月
１
回
の
会
議
で
，
複
数
の
視
点
か
ら
困
難
事
例
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
チ
ェ
ッ
ク

を
実
施
し
て
い
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
困
難
事
例
に
つ
い
て
は
，
高
齢
者
だ
け
で
な
く
障
害
者
も
含
め
た
地
域
ケ
ア
会
議
を
開
催
し
，
複
合

的
な
困
難
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
る
。

●
「
Ｅ
市
高
齢
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
」
を
設
置
し
，
高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
は
，
警
察
を

含
む
専
門
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
対
応
を
図
る
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
。

今
後
の
課
題

●
数
年
後
に
市
直
営
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
民
間
に
委
託
す
る
計
画
が
あ
り
，
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
職
員
か
ら
不
安
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
の
育
成
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

Ｆ
）
委
託
モ
デ
ル
：
Ｆ
市

Ｆ
市
の
概
要

●
人
口
30
万
人

／
高
齢
化
率
15
.9
％
（
比

的
若・
い・
ま・
ち・
で
あ
る
）

●
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
の
範
囲
を
基
礎
単
位
の
“
地
域
”
と
見
な
し
，
市
内
40
地
域
に
区
分
し
て
い

る
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
10
ヶ
所
，
全
て
委
託
で
設
置
す
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
９
ヶ
所
は
，
か
つ
て
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
受
託
し
て
い

た
社
会
福
祉
協
議
会
も
含
め
て
，
全
て
以
前
の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
委
託
す
る
こ
と
に
し
，

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
資
産
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
Ｆ
市
で
，
か
つ
て
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
人
材
育
成
に
重
点
を
お
い
た
施
策
が
実
施
さ
れ
た
経

緯
か
ら
，
職
員
の
相
談
対
応
力
は
高
い
水
準
に
あ
っ
た
。

●
Ｆ
市
の
担
当
窓
口
は
後
方
支
援
に
徹
す
る
が
，
窓
口
に
も
常
勤
の
専
門
職
員
（
社
会
福
祉
士
）
が
配

置
さ
れ
て
い
る
の
で
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
相
談
に
対
し
て
，
す
ぐ
に
現
場
に
出
向
き
，

必
要
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
。

●
20
07
年
度
に
は
，
各
セ
ン
タ
ー
に
専
門
職
員
を
１
名
ず
つ
増
員
の
予
定
が
あ
る
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
，
Ｆ
市
行
政
窓
口
を
明
確
に
線
引
き
し
な
い
で
，
困
難
事
例
を
発
見
す
る

た
め
の
重
層
的
な
相
談
窓
口
体
制
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
，
三
職
種
が
情
報
交
換
を
行
う
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
毎
朝
開
催
し
，
前

日
の
出
来
事
を
三
職
種
で
確
認
・
共
有
す
る
機
会
を
組
み
込
ん
で
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
は
，
地
域
に
出
る
機
会
ご
と
に
，
近
隣
の
地
域
住
民
や
他
の
事
業
者

と
の
情
報
交
換
を
行
な
う
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
頃
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
出
張
で
開
催
し
，
地
域
住
民
か
ら
の
情
報
収

集
を
こ
ま
め
に
行
い
，
日
ご
ろ
か
ら
地
域
づ
く
り
活
動
を
進
め
て
い
る
。

●
市
介
護
保
険
課
サ
ー
ビ
ス
担
当
の
全
職
員
が
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
対
応
し
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
後
方
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。

●
市
の
担
当
職
員
は
，
ほ
ぼ
週
に
１
回
の
割
合
で
市
の
窓
口
に
来
所
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職

員
と
情
報
交
換
を
行
い
，
気
軽
に
相
談
で
き
る
体
制
作
り
に
努
め
て
い
る
。

今
後
の
課
題

●
Ｆ
市
は
地
理
的
に
広
く
，
地
域
性
に
よ
っ
て
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
若
干
の
違
い
が
生

じ
て
い
る
。
こ
の
事
態
を
改
善
し
，
市
内
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
高
位
で
均
質
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

●
困
難
事
例
の
対
応
に
必
要
と
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
全
市
的
に
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
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Ｇ
）
委
託
モ
デ
ル
：
Ｇ
市

Ｇ
市
の
概
要

●
人
口
44
万
人

／
高
齢
化
率
19
.1
3％

●
日
常
生
活
圏
域
は
，
概
ね
中
学
校
区
域
と
し
，
市
内
19
ヶ
所
に
設
置
す
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
に
は
，
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
３
ヶ
所
（
直
営
），

地
域

型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
23
ヶ
所
（
委
託
）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
Ｇ
市
で
は
別
名
称
）
19
ヶ
所
，
ブ
ラ
ン
チ
２
ヶ
所
を
，
全
て
委
託
で
設

置
す
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
の
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

を
委
託
す
る
。

●
直
営
の
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
て
を
「
お
年
寄
り
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
残

す
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
民
生
委
員
が
担
当
地
区
を
廻
っ
て
高
齢
者
福
祉
保
健
台
帳
の
整
備
を
行
い
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
が
そ
の
台
帳
を
チ
ェ
ッ
ク
し
，
お
年
寄
り
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
→
当
該

高
齢
者
情
報
を
民
生
委
員
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
お
年
寄
り
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー
が
，
紙
ベ

ー
ス
で
共
有
し
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
実
態
把
握
調
査
を
継
続
し
て
実
施
し
，
困
難
事
例
の
発
見
に
役
立
て
て

い
る
。

●
福
祉
部
局
の
各
課
に
配
置
さ
れ
た
福
祉
専
門
職
と
市
直
営
の
お
年
寄
り
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー
，
委
託

の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
連
携
を
密
に
と
っ
て
い
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
民
生
委
員
・
児
童
委
員
，
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
で
繫
い
で
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
１
ヶ
所
ご
と
に
独
立
性
の
高
い
運
営
懇
談
会
を
設
置
し
，
地
域
の
福
祉
課

題
を
め
ぐ
っ
て
協
議
を
実
施
し
て
い
る
。

●
精
神
科
医
，
弁
護
士
，
警
察
等
の
機
関
が
参
加
す
る
独
自
の
高
齢
者
虐
待
地
域
ケ
ア
・
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
を
開
催
し
て
い
る
。

●
平
成
15
年
度
か
ら
高
齢
者
虐
待
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
て
い
る
。

今
後
の
課
題

●
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
と
，
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
問
題
が
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
。

●
19
ヶ
所
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
具
体
的
な
支
援
内
容
が
問
わ
れ
て
い
る
。

Ｈ
）
委
託
モ
デ
ル
：
Ｈ
市

Ｈ
市
の
概
要

●
人
口
30
万
人

／
高
齢
化
率
18
.7
％

●
日
常
生
活
圏
域
は
，
人
口
４
～
５
万
人
を
め
や
す
と
し
て
市
内
に
７
ヶ
所
設
置
す
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
前
に
は
，
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
１
ヶ
所
（
直
営
），

地
域

型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
18
ヶ
所
（
委
託
）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

●
地
域
福
祉
の
基
層
単
位
と
し
て
，
30
年
の
歴
史
を
も
つ
「
地
区
福
祉
推
進
会
」
が
機
能
し
て
い
る
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
状
況

●
日
常
生
活
圏
域
ご
と
に
１
ヶ
所
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
（
市
内
７
ヶ
所
）。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
，
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
受
託
し
て
い
た
中
か
ら
選
定
し
，

委
託
し
て
い
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
受
託
し
な
か
っ
た
残
り
11
ヶ
所
の
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を

「
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
ブ
ラ
ン
チ
に
位
置
づ
け
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
は
，
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
２
～
３
ヶ
所
の
福
祉
推

進
会
を
担
当
地
区
と
し
て
い
る
。

困
難
事
例
の
把
握
と
ニ
ー
ズ
発
見
の
方
法

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
以
後
，
困
難
事
例
の
対
応
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て

担
当
し
，
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
問
題
解
決
を
図
り
，
市
は
後
方
支
援
に
徹
す
る
こ
と
に
な
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
，
日
常
的
に
三
職
種
の
協
働
を
通
じ
て
仕
事
内
容
が
お
互
い
に
見
え
る

状
態
を
作
り
出
し
，
困
難
事
例
に
対
し
て
は
，
す
ぐ
に
現
場
に
出
向
く
こ
と
を
徹
底
し
て
い
る
。

●
福
祉
推
進
会
と
民
生
委
員
に
よ
る
緩
や
か
な
見
ま
も
り
の
中
で
，
多
層
的
に
地
域
の
高
齢
者
の
見
ま

も
り
を
実
践
し
，
困
難
事
例
の
発
見
に
繫
げ
て
い
る
。

困
難
事
例
の
対
応
と
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
地
区
民
生
委
員
協
議
会
区
域
を
単
位
と
す
る
市
内
32
ヶ
所
の
地
区
福
祉
推
進
会
を
中
心
に
，
地
域
福

祉
を
作
っ
て
き
た
自
治
活
動
の
歴
史
が
あ
る
。

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
が
，
担
当
地
区
ケ
ア
会
議
を
開
催
し
，
地
区
福
祉

推
進
会
と
協
力
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
の
課
題

●
困
難
事
例
を
含
む
高
齢
者
福
祉
の
現
場
を
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
下
ろ
し
た
こ
と
で
，
市
職
員

の
“
現
場
の
勘
所
”
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

●
困
難
事
例
発
見
後
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
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別表２ 困難事例対応シート（神奈川県綾瀬市）

困
難
事
例
対
応
シ
ー
ト
（
案
）

相
談
日

年
月

日

相
談
者

職
種
・
氏
名

対
象
者
氏
名

生
年
月
日

年
月

日
（

歳
）

住
所

介
護
度

分
類

□
本
人
に
精
神
疾
患
（
疑
い
を
含
む
）
が
あ
る

□
介
護
者
に
精
神
疾
患
（
疑
い
を
含
む
）
が
あ
る

□
本
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
（
疑
い
を
含
む
）

□
介
護
者
が
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
（
疑
い
を
含
む
）

□
介
護
者
に
知
的
障
害
が
あ
る

□
借
金
な
ど
で
収
入
が
少
な
く
，
生
活
に
支
障
が
あ
る

□
在
宅
の
意
志
が
強
い
が
独
居
等
で
限
界

□
必
要
と
思
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
拒
否

□
受
診
を
勧
め
る
が
拒
否

□
周
辺
症
状
を
伴
う
認
知
症

□
関
わ
る
者
に
依
存
的

□
関
わ
る
者
を
非
難
す
る

□
意
思
決
定
が
困
難
だ
が
代
わ
る
者
が
い
な
い

□
悪
質
商
法
な
ど
の
被
害
（
疑
い
を
含
む
）

□
不
適
切
な
介
護
に
固
執
す
る

□
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
（
自
己
放
棄
）

□
そ
の
他
（

）

困
難
な
状
況
は
（
簡
潔
に
）

現
在
の
支
援
（
支
援
者
）
と
内
容
（
簡
潔
に
）

支
援
（
支
援
者
）

内
容

現
在
の
支
援
（
支
援
者
）
の
見
直
し
，
継
続
を
含

め
て
，
困
難
な
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
支
援

（
支
援
者
）
が
必
要
と
さ
れ
る
か
（
簡
潔
に
）

対
象
者
に
対
し
て

支
援
者
に
対
し
て

意
欲
や
希
望
，
資
産
な
ど
今
後
の
支
援
に
活
用
で

き
る
も
の
は
あ
る
か
（
簡
潔
に
）

必
要
と
さ
れ
る
支
援
（
支
援
者
）
の
中
で
す

ぐ
に
導
入
の
可
能
な
支
援
を
ど
の
よ
う
に
行

う
か
（
簡
潔
に
）

対
象
者
に
対
し
て

支
援
者
に
対
し
て

導
入
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
は
あ
る
か

必
要
だ
が
す
ぐ
に
導
入
が
で
き
な
い
支
援
（
支

援
者
）
は
あ
る
か
，
そ
の
理
由
は
（
簡
潔
に
）

対
象
者
に
対
し
て

支
援
者
に
対
し
て

支
援
に
関
わ
る
機
関
と
支
援
内
容
は（

簡
潔
に
）

機
関

名
内

容

支
援
者
（
関
わ
っ
て
い
る
者
す
べ
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
）

□
同
居
の
家
族

□
別
居
の
家
族

□
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

□
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
種
類

）
□
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

□
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

□
保
健
福
祉
事
務
所

□
市
保
健
師

□
市
高
齢
者
福
祉
担
当

□
社
会
福
祉
協
議
会

□
地
区
社
会
福
祉
協
議
会

□
民
生
委
員

□
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

□
老
人
ク
ラ
ブ

□
そ
の
他
（

）

綾
瀬
市
健
康
介
護
課
（
綾
瀬
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

20
07
年
３
月
作
成
（
案
）
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別表３ 困難事例の因子別にみた状況： 支援-支援機能のカテゴリー分析

特に多いと思われる

困難事例因子
困難事例の具体的な状況

状況に対する

具体的な支援

必要とされた

支援の機能

①

本人や家族に精神障

害や知的障害がある

知的障害がある場合

・生活力が低いための状況

お金を計画的に使わず，無くなってしまう

・問題意識が低いための状況

高齢の母と温泉娯楽施設に長泊し，母が体調を

崩してしまう

・介護力が低いための状況

寝かせきりで，おむつ交換，水分摂取ができな

い状態になっている

精神障害がある場合

・誤ったこだわり

ネグレクト状態であるにも関わらず，誤ったこ

だわりで介護サービスを拒否する

・飲酒による意識低下

アルコール依存の息子が酩酊し，母に暴力をふ

るう

・不安定な感情の発散

不安精神症でサービススタッフに感情の発散の

矛先を向ける

・治療導入が困難な感情トラブル

人格障害や被害妄想があり，サービススタッフ

に妄想を抱くが治療を拒否する

・不慣れな行動への近隣者の不安

➡お金の計画的利用に

ついての支援

➡現在の状況が問題で

あることを本人に説

明し，生活スタイル

を整える支援

➡在宅・施設の介護導

入の調整

➡家族間の話し合い，

被暴力者の安全確保

を図る

➡本人やスタッフとの

話し合いで今後の方

針を検討

➡スタッフに妄想被害

への対応方法を説明

➡近隣者への説明

➡あることが前提と

されている家族機

能への支援

➡話し合いや契約で

調整困難な本人，

家族の要求・要望

の調整

➡スタッフや近隣へ

の精神障害の理解

と対応方法の周知

②

収入が少ないなどの

経済的困難

・制度利用に該当しない経済的困難

生活保護受給の適用対象ではないが，今後どう

すればいいか分からないとのケアマネジャーか

らの相談を受けて，ネグレクト状態にある寝た

きりの妻には自分の年金で施設入所させ，内縁

夫に対しては妻の年金を使わず，手元にある借

入金がなくなる前に今一度生活保護申請をする

ようにアドバイスを行う

➡保護面接官との情報

共有と状況内容の説

明

➡当事者それぞれの権

利擁護の整理を実施

➡行政判断の説明と

今後の支援方針の

提示

③

虐待

・身体的，精神的虐待

アルコール依存の息子の暴力

無収入の甥による暴力と監禁

・経済的虐待

母子家庭の生活費として費消

知的障害者の生活費として費消

近隣者が認知症高齢者の年金を生活費として費

消

➡家族間の話し合い

➡安全確保の措置制度

➡警察，近隣との連携

➡養護者の支援

➡弁護士と連携し認知

症高齢者の年金確保

➡成年後見制度の利用

➡虐待防止の支援

➡養護者の支援

➡権利擁護の支援

― ―45信州大学経済学論集 第57号（2007）井 上 信 宏



④

在宅の意志が強いが

独居等で限界

・独居で急な体調不良が予想される

一人でいるとき，急な病状悪化に対応できず，

定期的見まもりの中で病状悪化の把握を行い，

機会を見つけて本人と話し合いを行う

・独居で認知症があり，常に支援を必要とする

生活上の急なアクシデントに対応できない

自発的なADLが適切にできない

徘徊や火の不始末が問題

➡在宅の限界の判断と

支援方針を一緒に検

討し，その実行を応

援する

➡本人の意志と異な

る内容についての

方針決定の支援

⑤

必要なサービスを拒否

・自覚がない，被害的感情があるなどでサービス拒否

認知症や被害妄想の自覚がなく，閉じこもり，

認知症悪化予防への支援ができない

➡近隣者と親族と協働

でサービス導入のた

めの本人との関係づ

くり

➡本人の意志と異な

る内容についての

方針決定の支援

⑥

問題行動を伴う認知症

・暴言やわがままな行動で介護者や近隣者が疲れ果てる

思うと我慢できず，夜中に何度でも電話する性

格変化で，すぐかっとなり興奮し，介護者に手

が出る

➡認知症の理解への支

援と，精神科治療の

導入方法の検討

➡家族やスタッフに

認知症の理解と精

神科治療導入の支

援

⑦

依存や批判的など対

人関係に偏りがある

依存

・アルコール依存で前向きな考えを放棄

・サービススタッフへの通常以上の期待

友人や家族と同様の関係を求めて，期待に添え

ないと一方的に怒る

非難

・サービススタッフと“お手伝い”を混同し，適切

でないサービス提供を要求し，非難する

➡近隣者と親族と協働

でサービス導入のた

めの本人との関係づ

くり

➡本人やスタッフと話

し合い

➡話し合いや契約で

調整困難な本人，

家族の要求，要望

の調整

⑧

意志決定困難で代わ

る決定人がいない

・認知症で支援する親族が不在

ネグレクト状態にあるが，金銭搾取している同

居人が優しく声をかけるため，どうしてよいの

か決められない

➡（③と同様の支援）

➡親族を探し，支援を

求める

➡職権による情報確

認と調整

⑨

不当な多重債務など

で権利擁護が必要

・認知症や知的障害で問題の認識のないまま，訪問

販売等の契約を結ぶ

➡（③と同様の支援）

⑩

不適切な介護方法に

固執

自己放棄

（ネグレクト）

・認知症

・アルコール依存症

➡（⑤と同様の支援）

➡（⑦と同様の支援）

別表３は，北九州市小倉北区統括支援センター所属（北九州市小倉北区役所生活支援課）で，保健師の資格を有する

清田啓子氏が作成されたものを手がかりに，井上が記述の一部を修正・整理したものである。

清田氏が所属する小倉北区統括支援センターは，地域包括支援センターからの相談に対する支援や虐待などの困難事

例に対するサポートなど，小倉北区内４か所の地域包括支援センターを統括する業務を担っている。清田氏らが担当圏

域とする小倉北区では，４か所の地域包括支援センターの協力のもとで，小倉北統括支援センターが中心となって，

「小倉北区権利擁護・虐待事例への取り組みVol.1（2006年４～８月）」という小さい（全17ページ）が，すばらしい事

例集を作成された。
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ここでは，地域包括支援センター設置当初の2006年４月から８月までの５ヶ月間の間に地域包括支援センターに寄せ

られた権利擁護および虐待に関わる全22の相談事例を，主に社会福祉士が中心となって自分たちの力で分析している。

事例集では，典型的な５つの事例を取り上げて，それぞれについて「相談状況」，「実態把握内容」，「対応方針の検討」，

「具体的な支援方針とそのポイント」，「対応の反省点と今後の方針」の視角から再整理と分析がなされ，それらが的確

にまとめられている。

冒頭で「虐待防止と権利擁護に対しての支援はまだ十分とは言えません」と記されているが，事例集の作成は，「社

会福祉士を中心に協議を進め」ることで，作業に携わった人々が，自分たちが行った支援のあり方を再整理し，よりよ

い支援のあり方を模索する能力開発の場としても機能している。

清田氏は，こうした地域の困難事例のケース検討を積み上げたうえで，井上が検討委員会（2006年10月12日）に提出

したレジュメで提示した困難事例の因子分解（①精神疾患のある事例，②虐待事例，③権利擁護事例，④認知症のある

事例，⑤難病等医療依存度の高い事例，⑥ターミナル事例，⑦症状や精神変動の大きい事例，⑧多重債務者の事例，⑨

関係機関とトラブルを起こす事例，⑩介護放棄の事例， 介護困難の事例， 生活保護の事例， ケアマネジャーが一

人で対応できない事例）や，それを修正して本調査研究が実施したアンケート調査結果（2006年11月実施）をもとに，

小倉北区の事例を念頭に置きながら，別表３のもとになる整理を行われたのである。

こうした，現場での経験を，現場の職員自らが整理し，地域の共有知として積み上げていくことが，本稿の提言４の

実践に他ならない。清田氏はこの事例集をお送りくださったときに「タイムリーなのか，自分たちの地域のことだから

なのか，住民や事業者には，とても喜んでいただきました」と書き添えてくださった。その通りだと思う。「現在

Vol.2を作成中です」ということだが，まさにこうした現場の経験を積み上げていく作業の大切さを，小倉北区の活動

から改めて教えていただいた。

なお，別表３は，脚注30にも記したように，それぞれの現場で積み上げてきた困難事例の分析から地域独自のマニュ

アルを作成するための手法として，さらに事例を積み上げて分析・整理を行ない，前掲の別表２のフォーマットと併せ

て，そのノウハウを記述する必要があることを付け加えておく。その意味で別表３は，その記述様式も含めて，作業途

上のものである。

（受付日 2007年６月17日）

（受理日 2007年９月18日）
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